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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した映像信号に含まれる輝度情報、色相情報、彩度情報をフレームごとに解析して
得られた輝度特徴値及び色特徴値の組み合わせに基づいて分類された映像の特徴を映像特
徴値として出力する映像特徴検出部と、
　前記映像特徴値が所定フレーム内に一定回数以上、予め定められた特定の映像特徴値か
ら予め定められた別の映像特徴値へと変化した場合、変化した前記映像特徴値の組み合わ
せ、前記フレーム及び前記映像特徴値が変化した回数に応じて規定された制御信号を出力
する映像変化検出部と、
　前記制御信号を解析しその解析結果に応じて、前記映像信号に含まれる輝度もしくは彩
度の値を減少させる処置、前記映像信号に含まれるフレーム数を減少させる処置、前記映
像信号を別の映像信号へと置換する処置、前記映像信号に対する注意を促す処置のいずれ
かを前記映像信号に行い、処置された映像信号を表示させる映像信号対策部とを備える、
画像表示装置。
【請求項２】
　前記映像特徴検出部は、輝度ヒストグラム算出部、および色ヒストグラム算出部を備え
、
　前記映像特徴値は、前記輝度ヒストグラム算出部より算出される輝度ヒストグラムおよ
び、前記色ヒストグラム算出部により算出される色ヒストグラムを元に決定されることを
特徴とする、
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請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記映像特徴検出部は、前記映像信号を複数の領域に分割し、前記分割した領域の映像
情報から映像特徴値を検出し、前記分割した領域ごとに領域分割特徴信号を出力し、
　前記映像変化検出部は、前記領域分割特徴信号が所定時間内に一定回数以上変化した場
合、前記領域分割特徴信号ごとに制御信号を出力し、
　前記映像信号対策部は、前記分割した領域ごとに前記制御信号を解析することを特徴と
する、
請求項２に記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記映像信号対策部は、前記分割した領域ごとに、前記制御信号の解析結果に応じて映
像信号に所定の処置を行うことを特徴とする、
請求項３に記載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記映像変化検出部は、
　制御信号を出力するための前記所定フレームあるいは、前記一定回数のいずれかひとつ
以上を、前記映像特徴値毎に変化させることを特徴とする、
請求項１～４のいずれか一項に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置に関し、特に人体に悪影響を及ぼす映像を検出して処置を行う
テレビジョン受像機等の画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン受像機等の画像表示装置を視聴中、表示された映像の影響を受け、発作や
目眩、映像酔い等、体調不調を起こすケースがしばしば起こる。これら人体に悪影響、強
いストレスを与える映像を、以下、危険映像と呼ぶ。
【０００３】
　このような事件を防止すべく、放送局側でも放送波のチェックを行っているが、完全に
防止することは難しく、すでに発売されたビデオテープやＤＶＤ等、あるいは近年よく見
られる、インターネット上の投稿動画などの影響により、同様の事件が後を絶たない。と
りわけ投稿動画は、投稿者・制作者により映像表現が自由に行われており、配信も容易に
行えることから、危険映像が存在した場合の対策が重要である。
【０００４】
　危険映像は、放送波やＤＶＤ等のみに限らず、ゲーム等のエンターテイメントにも含ま
れることがある。そのため、放送局側やコンテンツ制作側のチェックのみならず、画像表
示装置においても、これらを検出し防止する機能が必要である。
【０００５】
　前述した機能を実現する従来の技術として例えば特許文献１に開示されている映像信号
処理装置がある。特許文献１に記載の映像信号処理装置では、映像信号を所定の面積から
なる小領域に分割し、各分割領域に存在する画素において輝度信号・色差信号のうちいず
れかひとつ以上の平均値の変化を所定時間観察し、所定の数以上の領域の変化が一定時間
以上継続する映像を、人体に悪影響を及ぼす危険映像として検出している。
【０００６】
　また、映像信号を複数箇所の領域に分割し、各分割領域に存在する画素において輝度信
号・色相信号のいずれかひとつ以上の直流成分の変化量を観察することで、光学的な刺激
が強く人体に悪影響を及ぼす危険映像を検出し、変化を抑えた代替画像を表示する方法が
、特許文献２に開示されている。
【０００７】
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【特許文献１】特開平１１－２７５３８５号公報
【特許文献２】特開２００２－２５２７９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１における映像信号処理装置では、輝度信号・色差信号のうちいずれかひとつ
以上における閾値以上の変化を検出しているが、閾値による変化量により危険映像を判断
した場合、危険映像ではないのに関わらず危険映像であると判断されることが考えられる
。たとえば、同一の被写体を移した映像において、同一パターンに近い背景が高速でパン
・チルト等の変化をする場合、輝度信号・色差信号ともに大きく変化する。しかしながら
、このようなシーンを含む映像は危険映像ではなく、一般の映像においても見られること
がある。
【０００９】
　このような問題は、特許文献２においても言及することができる。すなわち直流成分の
変化量の観察においても、危険映像ではないのに関わらず危険映像であると判断されるこ
とが考えられる。
【００１０】
　このような誤判定に関わる問題の一因として、映像信号の特徴についての解析が実施さ
れておらず、映像の内容を把握していないという点が挙げられる。すなわち、映像信号を
構成するコンテンツの内容が、明るい映像であるのか、暗い映像であるのか、あるいは、
赤い色合いの映像であるのか、青い色合いの映像であるのか、等の内容である。輝度信号
や色差信号における閾値以上の変化の検出では、これらの映像特徴を判断することは難し
く、そのため危険映像における判定の精度が低下してしまうという問題があった。
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、危険映像を精度よく検出し、
削除または無効化する等の処置をする画像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明にかかる画像表示装置は、受信した映像信号に含まれる輝度情報、色相情報、
彩度情報をフレームごとに解析して得られた輝度特徴値及び色特徴値の組み合わせに基づ
いて分類された映像の特徴を映像特徴値として出力する映像特徴検出部と、前記映像特徴
値が所定フレーム内に一定回数以上、予め定められた特定の映像特徴値から予め定められ
た別の映像特徴値へと変化した場合、変化した前記映像特徴値の組み合わせ、前記フレー
ム及び前記映像特徴値が変化した回数に応じて規定された制御信号を出力する映像変化検
出部と、前記制御信号を解析しその解析結果に応じて、前記映像信号に含まれる輝度もし
くは彩度の値を減少させる処置、前記映像信号に含まれるフレーム数を減少させる処置、
前記映像信号を別の映像信号へと置換する処置、前記映像信号に対する注意を促す処置の
いずれかを前記映像信号に行い、処置された映像信号を表示させる映像信号対策部とを備
える。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、画像表示装置において、受信した映像信号に含まれる輝度情報、色
相情報、彩度情報をフレームごとに解析して得られた輝度特徴値及び色特徴値の組み合わ
せに基づいて分類された映像の特徴を映像特徴値として出力する映像特徴検出部と、前記
映像特徴値が所定フレーム内に一定回数以上、予め定められた特定の映像特徴値から予め
定められた別の映像特徴値へと変化した場合、変化した前記映像特徴値の組み合わせ、前
記フレーム及び前記映像特徴値が変化した回数に応じて規定された制御信号を出力する映
像変化検出部と、前記制御信号を解析しその解析結果に応じて、前記映像信号に含まれる
輝度もしくは彩度の値を減少させる処置、前記映像信号に含まれるフレーム数を減少させ
る処置、前記映像信号を別の映像信号へと置換する処置、前記映像信号に対する注意を促
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す処置のいずれかを前記映像信号に行い、処置された映像信号を表示させる映像信号対策
部とを備えることにより、映像信号の特徴を考慮した高精度かつ適応的な危険映像の検出
が可能となり、これに適切な処置をすることにより危険映像が人体に与える影響を、削減
あるいは無効化する等の処置をすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　＜Ａ．実施の形態１＞
　＜Ａ－１．画像表示装置の構成＞
　図１はこの発明の実施の形態１である画像表示装置の構成を示すブロック図である。同
図に示すように、実施の形態１に係る画像表示装置は、入力端子１と、入力端子１に入力
された信号を受信する受信部２と、受信部２からの出力を入力する画像処理装置３と、画
像処理装置３からの出力を表示する表示部１０とを備える。
【００１５】
　入力端子１には、テレビやコンピューター等で用いられている所定の形式の映像信号Ｄ
ａが入力される。
【００１６】
　受信部２は、映像信号Ｄａを入力端子１を介して受信し、映像信号Ｄａを画像処理装置
３で処理可能な形式に変換して映像信号Ｄｂとして出力する。例えば受信部２は、映像信
号Ｄａを、輝度情報Ｙ（あるいは明度情報Ｖ）、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ等、いくつかの
デジタル形式の映像情報に変換した後、映像信号Ｄｂとして出力する。上述した動作を行
う受信部２は、映像信号Ｄａがアナログ形式の信号の場合にはＡ／Ｄ変換器などで構成さ
れ、入力された映像信号Ｄａがデジタル形式の信号の場合にはその形式に適合した所定の
復調器等で構成される。なお、ここで輝度情報Ｙと明度情報Ｖは同一値とし、実施の形態
１において輝度情報Ｙと統一して記述する。
【００１７】
　画像処理装置３は、入力される映像信号Ｄｂに対して処置を行い、映像情報としての映
像信号Ｄｃとして表示部１０に出力する。処置を行う機能部についての詳細は後述する。
【００１８】
　表示部１０は、入力された映像信号Ｄｃに基づいて画像を表示する。表示部１０は、例
えば、液晶ディスプレイ、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ）ディスプレイ、ＥＬ（ＥｌｅｃｔｏｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ
、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ－Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイで
あって、反射型、透過型、あるいは自発光デバイスなどのあらゆる表示手段を適応できる
。
【００１９】
　＜Ａ－１－１．画像処理装置３の構成＞
　画像表示装置における画像処理装置３の構成について、以下説明する。
【００２０】
　画像処理装置３は、受信部２からの出力映像信号Ｄｂを入力される映像信号対策部６及
び映像特徴検出部７と、映像特徴検出部７を介して映像信号対策部６に出力する映像変化
検出部９とを備えている。映像信号対策部６は、受信部２からの信号が入力される対策実
行部５と、映像変化検出部９からの信号が入力される対策制御部４を備える。
【００２１】
　映像特徴検出部７は、映像信号Ｄｂに含まれる映像情報から、各１フレーム分の映像特
徴値Ｐｓを算出して、映像変化検出部９に出力する。なお、映像特徴検出部７の構成に関
してはさらに後述する。
【００２２】
　映像変化検出部９は、映像特徴値Ｐｓを元にして、短期間における一定回数以上の変化
を検出した場合に、映像信号Ｄｂを危険映像であると判断し、映像信号Ｄｂの危険性の有
無、人体に与える影響の種類等の情報を含む制御信号としての制御値Ｃｒを対策制御部４
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に出力する。
【００２３】
　対策制御４は、対策実行部５が映像信号Ｄｂに対して行う処置内容を示す対策指示値Ｐ
ｒを制御値Ｃｒに基づいて算出し、対策実行部５に出力する。
【００２４】
　一方、対策実行部５は、入力された対策指示値Ｐｒが対策実行を指示する内容である場
合（すなわち、映像信号Ｄｂが危険映像であると判断された場合）に、映像信号Ｄｂに対
し処置を行い、危険映像が人体に与える影響を削減あるいは無効化し、処置後の信号を映
像信号Ｄｃとして表示部１０に出力する。
【００２５】
　＜Ａ－１－２．映像特徴検出部７の構成＞
　前述の画像処理装置３における、映像特徴検出部７の構成について以下説明する。
【００２６】
　図２は、図１で示した映像特徴検出部７の一内部構成例の詳細を示すブロック図である
。図２に示されるように、本実施の形態１の画像表示装置における映像特徴検出部７は、
映像信号Ｄｂを受信する信号分配部７０と、信号分配部７０からの信号を受信する輝度ヒ
ストグラム算出部７１および色ヒストグラム算出部７２と、輝度ヒストグラム算出部７１
からの出力を受信する輝度ヒストグラム解析部７３と、色ヒストグラム算出部７２からの
出力を受信する色ヒストグラム解析部７４と、輝度ヒストグラム解析部７３および色ヒス
トグラム解析部７４からの出力を受信する特徴判断部７５とを備えている。なお図２の構
成は一例であり、映像特徴検出部７は本構成に限定されるものではない。
【００２７】
　図２で示した例では、受信部２から得られ、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、輝度情報Ｙを含
む映像信号Ｄｂは、信号分配部７０に入力される。本実施の形態１では色空間の例として
、ＨＳＶ色空間を利用する。
【００２８】
　図２の映像特徴検出部７は実施の一例であり、映像特徴検出部７は、映像信号Ｄｂを基
にして、映像特徴値Ｐｓが出力可能な構成であればどのようなものでもよい。
【００２９】
　信号分配部７０は、１フレーム分の映像信号Ｄｂから輝度情報Ｙ、色相情報Ｈ、彩度情
報Ｓを抽出する。そして、抽出した信号の内、輝度情報Ｙを輝度ヒストグラム算出部７１
へ出力し、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓを色ヒストグラム算出部７２へと出力する。
【００３０】
　図２で示した例において、入力映像信号Ｄｂがインターレース信号の場合は、２フィー
ルド分を１フレーム分の映像信号として、信号分配部７０により変換を行い、新しい映像
信号を求める。このように信号分配部７０において、輝度ヒストグラム算出部７１、色ヒ
ストグラム算出部７２で処理を行うための前処理を行っても良い。
【００３１】
　他の前処理の例として、映像信号ＤｂがＲＧＢ信号等の、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、輝
度情報Ｙと異なった表色系で示されている際、既知の計算式により色相情報Ｈ、彩度情報
Ｓ、輝度情報Ｙへと変換することも考えられる。
【００３２】
　輝度ヒストグラム算出部７１は、入力された輝度情報Ｙを元として、輝度情報Ｈｙを算
出し、輝度ヒストグラム解析部７３へと出力する。
【００３３】
　色ヒストグラム算出部７２は、入力された色相情報Ｈ、彩度情報Ｓを元として、色情報
Ｈｃを算出し、色ヒストグラム解析部７４へと出力する。
【００３４】
　特徴判定部７５は、輝度ヒストグラム解析部７３および色ヒストグラム解析部７４から
出力される輝度特徴値Ｈｙｃおよび色特徴値Ｈｃｃの組み合わせ内容に基づき、映像の特
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徴を判定し、映像特徴値Ｐｓとして、映像変化検出部９に出力する。
【００３５】
　＜Ａ－２．画像処理装置３の動作＞
　前述の画像表示装置において、画像処理装置３の動作について、構成要素ごとに以下説
明する。
【００３６】
　＜Ａ－２－１．映像特徴検出部７の動作（輝度ヒストグラム解析）＞
　画像処理装置３に備えられた、映像特徴検出部７における輝度ヒストグラムに関する動
作について以下説明する。
【００３７】
　図３は、輝度ヒストグラム算出部７１が生成する輝度情報Ｈｙの一例を示したものであ
る。図３で示した例では、輝度情報Ｈｙとして、輝度情報Ｙに関する輝度ヒストグラムＨ
Ｙを生成している。以下、輝度ヒストグラム算出部７１により生成された映像信号Ｄｂに
おける輝度情報Ｙのヒストグラムを規定した情報を輝度ヒストグラムＨＹと呼ぶ。
【００３８】
　図中の横軸は階調値（階級）を示し、縦軸は度数、つまり１フレーム分の映像信号Ｄｂ
の輝度に対する画素数を示している。なお以下の説明では、映像信号Ｄｂの輝度情報Ｙは
、例えば８ビットのデータで構成されており、その階調値が“０”から“２５５”までの
値を採り、その階調数は“２５６”とする。映像信号Ｄｂは本例では８ビットで表してい
るが、例えば１０ビット、６ビットのような他の階調数で表しても良い。
【００３９】
　本実施の形態１に係る輝度ヒストグラム算出部７１は、例えば２５６の階調数を８階調
ごとに３２の領域に分割し、当該３２の領域をヒストグラムの階級としている。そして、
各階級での中心値付近の値、本例では、当該中心値に最も近くそれよりも大きい整数値を
当該階級の代表値としている。例えば、階調値“０”から“７”までで構成される階級で
は、中心値は“３．５”となるため、当該階級の代表値は“４”となる。図３の横軸の数
字は各階級の代表値を示している。
【００４０】
　なお、階級の中心値が整数であれば、当該中心値を当該階級の代表値としても良い。ま
た、本例のように階級の中心値が整数でなく小数の場合であっても、階級の代表値として
当該階級の中心値を採用しても良い。階級の中心値が小数の場合には、本例のように、階
級の代表値として当該階級の中心値付近の整数を採用することによって、演算量を低減で
きる。
【００４１】
　このように、本実施の形態１に係る輝度ヒストグラム算出部７１では、８つの連続する
階調値からなる領域を一つの階級としているため、図３に示されるヒストグラムの各度数
は、８階調分の信号の総和となる。例えば、横軸の数値４に示された度数は、１フレーム
分の輝度情報Ｙに含まれる、階調値０から階調値７までの信号の総和に相当する。
【００４２】
　なお、図３のヒストグラムとは異なり、各階調値ごとに度数を計数してヒストグラムを
生成してもよい。つまり、各階級を一つの階調値で構成するようにしても良い。この場合
には、各階級の代表値は当該階級を構成する階調値そのものとなる。
【００４３】
　また、階調数を分割する場合には、その分割数は３２以外に設定しても良く、ヒストグ
ラムの分割数や範囲を自由に設定しても良い。例えば、階調数が“２５６”の場合、階調
値“０”から“３２”と“２００”から“２５５”の範囲を４階調刻み、その他を２４刻
みとすることもできる。また、ヒストグラムを不均等に分割し、階調値の範囲を自由に設
定できるように構成してもよい。このように当該分割数を変化させることによって、輝度
ヒストグラム算出部７１での演算量や、ヒストグラムの精度を調節することができる。
【００４４】
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　輝度ヒストグラム解析部７３は、輝度ヒストグラム算出部７１で生成されたヒストグラ
ムにおいて、累積度数が所定の閾値ＹＡよりも初めて大きくなる階級の代表値を抽出し、
最大階調情報値Ｙｉｍａｘとして出力する。
【００４５】
　また輝度ヒストグラム解析部７３は、輝度ヒストグラム算出部７１で生成されたヒスト
グラムにおいて、累積度数が所定の閾値ＹＢよりも初めて大きくなる階級の代表値を抽出
し、最小階調情報値Ｙｉｍｉｎとして出力する。
【００４６】
　また輝度ヒストグラム解析部７３は、輝度ヒストグラム算出部７１で生成されたヒスト
グラムにおいて、累積度数が所定の閾値ＹＣ（たとえば画素数全体の半分）よりも初めて
大きくなる階級の代表値を抽出し、中間輝度階調Ｙｉｍｉｄとして出力する。
【００４７】
　なお、これら最大階調情報値Ｙｉｍａｘ、最小階調情報値Ｙｉｍｉｎ、中間輝度階調Ｙ
ｉｍｉｄの算出に利用する累積度数は、階級の最小から最大に向かって度数を累積して得
られる累積度数ＨＹＢ・階級の最大から最小に向かって度数を累積して得られる累積度数
ＨＹＷのいずれを用いてもよい。前述の例では、最大階調情報値Ｙｉｍａｘおよび中間輝
度階調Ｙｉｍｉｄを算出するために累積度数ＨＹＢを利用し、最小階調情報値Ｙｉｍｉｎ
を算出するために累積度数ＨＹＷを利用している。
【００４８】
　図３に示されるヒストグラムでは、累積度数ＨＹＷが閾値ＹＡよりも初めて大きくなる
階級の代表値は“１８８”であるため、この“１８８”が最大階調情報値Ｙｉｍａｘとな
る。このように、最大階調情報値Ｙｉｍａｘは１フレーム分の映像信号Ｄｂにおける最大
階調値“２０４”とは異なり、累積度数ＨＹＷ及び閾値ＹＡを用いて検出された最大階調
値に準ずる値である。なお、処理の軽減のため最大階調値自体を最大階調情報値として用
いてもよい。これは以下の最小階調情報値についても同様である。
【００４９】
　また図３の例では、累積度数ＨＹＢが閾値ＹＢよりも初めて大きくなる階級の代表値が
“２０”であるため、この“２０”が最小階調情報値Ｙｉｍｉｎとなる。この最小階調情
報値Ｙｉｍｉｎは、１フレーム分の映像信号Ｄｂにおける最小階調値ではなく、累積度数
ＨＹＢ及び閾値ＹＢを用いて検出された、最小階調値に準ずる値となる。
【００５０】
　そして、累積度数ＨＹＢが閾値ＹＣよりも初めて大きくなる階級の代表値は“７６”で
あるため、この“７６”が中間階調情報値Ｙｉｍｉｄとなる。通常、この中間階調情報値
Ｙｉｍｉｄは、１フレーム分の映像信号Ｄｂにおける全体の画素数の半分（５０％）に達
したときの階調値となる。
【００５１】
　また輝度ヒストグラム解析部７３は、１フレーム分の映像信号Ｄｂから得られる輝度情
報Ｙから、平均輝度情報値を演算して平均輝度値Ｙｉａｖｅとして出力する。具体的には
、輝度信号階調数をＹｉ、その輝度信号階調の画素数をｎＹｉとして平均輝度値＝Σ（Ｙ
×ｎＹｉ）／ΣｎＹｉを計算する。平均輝度値Ｙｉａｖｅは、閾値により切り分けること
で、例えば「高」・「中」・「低」等のように簡易的に表示することもできる。
【００５２】
　以上のように、輝度ヒストグラム解析部７３は最大階調情報値Ｙｉｍａｘ、最小階調情
報値Ｙｉｍｉｎ、中間輝度階調Ｙｉｍｉｄ、平均輝度値Ｙｉａｖｅの４種の特徴値を算出
し、特徴判断部７５に出力する。本例では、これらの値を輝度情報Ｙに関する輝度特徴値
Ｈｙｃとして出力したが、これらの情報のうち一部のみを輝度特徴値Ｈｙｃとして出力し
てもよい。また、必要に応じてさらなる特徴値を算出し、輝度特徴値Ｈｙｃとして出力す
ることもできる。
【００５３】
　このように輝度特徴値の数を増加させることにより、特徴判断の精度を向上させること
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ができる。また、減少させることにより、特徴判断の際の処理数を低減させることができ
る。
【００５４】
　その他の輝度特徴値Ｈｙｃの一例として、例えば輝度ヒストグラムＨｙに関する標準偏
差、分散などの統計値を算出する方法等が挙げられる。
【００５５】
　輝度特徴値Ｈｙｃは、閾値により切り分けることで、例えば「高」・「中」・「低」等
のように簡易的に表示することが望ましい。このように簡易表示を行うことで、輝度特徴
を保持したまた情報量を削減し、計算量を減らすことができる。
【００５６】
　＜Ａ－２－２．映像特徴検出部７の動作（色ヒストグラム解析）＞
　画像処理装置３に備えられた、映像特徴検出部７における色ヒストグラムに関する動作
について以下説明する。
【００５７】
　色ヒストグラム算出部７２は、入力された色相信号Ｈ、彩度信号Ｓを元として、色情報
Ｈｃを算出し、色ヒストグラム解析部７４へと出力する。
【００５８】
　図４は、色ヒストグラム算出部７２が生成する色情報Ｈｃの一例を示したものである。
図４で示した例では、色情報Ｈｃとして、色相信号Ｈに関する色相ヒストグラムＨＨを生
成している。以下、色ヒストグラム算出部７２により生成された映像信号Ｄｂにおける色
相情報Ｈのヒストグラムを規定した情報を色相ヒストグラムＨＨと呼ぶ。
【００５９】
　図４で示した例において、色情報Ｈｃを作成するにあたり、色相情報Ｈを利用してヒス
トグラムを作成しているが、色相情報Ｈ以外の、彩度情報Ｓ等を利用してヒストグラムを
作成してもかまわない。また、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、あるいはＲＧＢ等のそのほかの
色情報を組み合わせてヒストグラムを作成してもかまわない。
【００６０】
　図４で示した例において、図中の横軸は色相角を示し、縦軸は度数、つまり１フレーム
分の映像信号Ｄｂの色相角に対する画素数を示している。なお以下の説明では、映像信号
Ｄｂの色相情報Ｈは、“０”から“３６０”までの値を採っているが、“０”から“２５
６”や“０”から“１”などのように、ほかの尺度を利用して表してもよい。なお、本例
では０度は赤を表し、続いて６０度の黄、１２０度の緑、１８０度の水色、２４０度の青
、３００度の紫となり、３６０度で再び赤を表している。
【００６１】
　本実施の形態１に係る、色ヒストグラム算出部７２が生成する色相ヒストグラムＨＨは
、例えば３６０の色相角を６０度ごとに６個の領域に分割し、当該６個の領域を色相ヒス
トグラムの色相角としている。そして、各色相角での中心値付近の値、本例では、当該中
心値に最も近くそれよりも大きい整数値を当該色相角の代表値としている。例えば、色相
角“０”から“６０”までで構成される階級では、中心値は“３０”となるため、当該色
相角の代表値は“３０”となる。図４の横軸の数字は各色相角の代表値を示している。
【００６２】
　なお、色相角の中心値が整数であれば、当該中心値を当該色相角の代表値としても良い
。また、色相角の中心値が整数でなく小数の場合であっても、色相角の代表値として当該
色相角の中心値を採用しても良い。色相角の中心値が小数の場合には、色相角の代表値と
して当該色相角の中心値付近の整数を採用することによって、演算量を低減できる。
【００６３】
　さらに演算量を低減する必要があるときには、各色相角の代表値として、便宜的に簡単
な数字を割り当ててもかまわない。すなわち、本例の場合には代表値“３０”の色相角を
、代表値“１”として表し、続いて“２”、“３”・・・のように表すことも可能である
。
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【００６４】
　このように、本実施の形態１に係る色ヒストグラム算出部７２では、連続する色相角の
値からなる領域を一つの階級としているため、図４に示される色相ヒストグラムの各度数
は、０～６０度までの色相角の信号の総和となる。例えば、横軸の数値３０に示された度
数は、１フレーム分の映像信号Ｄｂの輝度信号に含まれる、色相角０度から色相角６０度
までの信号の総和に相当する。以下、代表値が“ｉ”である色相角の色相をＣｂｈ（ｉ）
，度数を映像信号Ｄｂｈ（ｉ）と呼ぶ。すなわち図４の例では、０～６０度までの色相角
の信号の総和を代表値“３０”として表しているため、当該領域の色相をＣｂｈ（３０）
，度数を映像信号Ｄｂｈ（３０）と表す。
【００６５】
　なお、図４の色相ヒストグラムとは異なり、色相角ごとに角度を計数して色相ヒストグ
ラムを生成してもよい。つまり、各色相角を一つの色相角で構成するようにしても良い。
この場合には、各色相角の代表値は当該色相角を構成する色相角の値そのものとなる。
【００６６】
　また、色相角を分割する場合には、その分割数は６以外に設定しても良く、色相ヒスト
グラムの分割数や範囲を自由に設定しても良い。例えば、色相角“０”から“６０”と“
３００”から“３６０”の範囲を１０度刻み、その他を３０度刻みとすることもできる。
あるいは、必要のない色相角の度数を省略してもかまわない。このように当該分割数を変
化させ、必要のない色相角の度数を省くことにより、色ヒストグラム算出部７２での演算
量や、色相ヒストグラムの精度を調節することができる。分割数や範囲は、検出したい特
徴の色相に合わせて選択する等の方法が考えられる。
【００６７】
　本例では色相ヒストグラムの度数は１フレーム分の映像信号Ｄｂの色相角に対する画素
数で表しているが、累積画素数として表示してもよい。また、画素数ではなく、全体の画
素数に占める割合として、１０％等の表示を行ってもよい。
【００６８】
　図５は色ヒストグラム解析部７４による色特徴値Ｈｃｃの生成例を示す説明図である。
同図に示すように、色ヒストグラム解析部７４は色相ヒストグラムＨＨの各度数Ｄｂｈ（
ｉ）が、所定の色相判定閾値ＴＤｂｈ２より小さい値であるか、閾値ＴＤｂｈ２とそれよ
り大きな所定の閾値である閾値ＴＤｂｈ１値の間の値であるか、色相判定閾値ＴＤｂｈ１
より大きい値であるかを判定し、３つの分類情報値、低・中・高のうち、いずれか一を規
定した色相判定情報値Ｄｂｈｃ（ｉ）を算出する。
【００６９】
　図５に表す例では、Ｄｂｈ（３０）は、所定の閾値ＴＤｂｈ１より大きい値であるため
、Ｄｂｈｃ（３０）は「高」と指示する値が入力される。また、Ｄｂｈ（９０）は、閾値
ＴＤｂｈ２と閾値ＴＤｂｈ１値の間の値であるため、Ｄｂｈｃ（９０）は「中」と指示す
る値が入力される。Ｄｂｈ（１５０）、Ｄｂｈ（２１０）、Ｄｂｈ（２７０）、Ｄｂｈ（
３３０）は所定の色相判定閾値ＴＤｂｈ２より小さい値であるため、Ｄｂｈｃ（１５０）
、Ｄｂｈｃ（２１０）、Ｄｂｈｃ（２７０）、Ｄｂｈｃ（３３０）は「低」と指示する値
が入力される。
【００７０】
　なお、本例では所定の閾値は二種類であり高中低の３通りに分類したが、３通り以外に
分類してもでもよい。すなわち閾値は二種類より多くても、少なくてもかまわない。閾値
を多く調整することにより、より詳細な分類が可能になる。また、閾値の数を少なくする
ことにより、処理量を低減することができる。
【００７１】
　また、色相角領域Ｃｂｈ（ｉ）によって閾値の値を変えてもかまわない。例えば、Ｄｂ
ｈ（３０）に関しては、所定の閾値ＴＤｂｈ１のみにより判断し、Ｄｂｈ（９０）は、所
定の閾値ＴＤｂｈ１及び、別の所定の閾値ＴＤｂｈ２、ＴＤｂｈ３により色相判定情報値
Ｄｂｈｃ（ｉ）を求めるという手法も取ることができる。このように、色相角領域Ｃｂｈ
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（ｉ）によって閾値の値を変えることにより、詳細に解析を行いたい色相を重点的に解析
し、詳細な解析が不要な色相の解析精度を下げる等の効果を得ることができる。
【００７２】
　色ヒストグラム解析部７４は、色相角領域Ｃｂｈ（ｉ）における色相判定情報値Ｄｂｈ
ｃ（ｉ）を、色特徴値Ｈｃｃとして特徴判定部７５に出力する。すなわち図５に表す例で
は、Ｄｂｈｃ（３０）＝「高」、Ｄｂｈｃ（９０）＝「中」、Ｄｂｈｃ（１５０）＝Ｄｂ
ｈｃ（２１０）＝Ｄｂｈｃ（２７０）＝Ｄｂｈｃ（３３０）＝「低」を意味する色特徴値
Ｈｃｃが、特徴判定部７５に出力される。
【００７３】
　なお、色特徴値Ｈｃｃを出力するにあたって、色相角領域Ｃｂｈ（ｉ）と色相判定情報
値Ｄｂｈｃ（ｉ）のうち、いずれか一方を規定することにより、色相角領域Ｃｂｈ（ｉ）
のみ、あるいは、色相判定情報値Ｄｂｈｃ（ｉ）のみを出力してもかまわない。
【００７４】
　たとえば、色相判定情報値Ｄｂｈｃ（ｉ）＝「高」である色相角領域Ｃｂｈ（ｉ）を出
力する方法が考えられる。図５の例に戻ると、Ｄｂｈｃ（ｉ）＝「高」である色相角領域
Ｃｂｈ（ｉ）として、色相角領域Ｃｂｈ（３０）が色特徴値Ｈｃｃとして特徴判定部７５
に出力される。
【００７５】
　また、他の例として、色相角領域Ｃｂｈ（３０）の色相判定情報値Ｄｂｈｃ（３０）を
出力するという、色相角領域を指定した方法が考えられる。図５の例に戻ると、色相角領
域Ｃｂｈ（３０）の色相判定情報値として、色相判定情報値「高」が色特徴値Ｈｃｃとし
て特徴判定部７５に出力される。
【００７６】
　なお、必要により、色相判定情報値のうち、一部のみを色特徴値Ｈｃｃとして出力し、
残りの色相判定情報値を出力しないという手段を取ることもできる。このように、出力す
る情報を制限することにより、情報量を削減し、計算量を減らすことができる。
【００７７】
　なお、本例では、色特徴値Ｈｃｃを閾値により「高」・「中」・「低」と３種類に切り
分けることで、色特徴を保持したまた情報量を削減しているが、切り分けを行う個数は、
３以外でもかまわない。また、色相ヒストグラムＨＨの各度数Ｄｂｈ（ｉ）をそのまま出
力してもよい。
【００７８】
　＜Ａ－２－３．特徴判断部７５の動作＞
　画像処理装置３に備えられた、映像特徴検出部７における特徴判断部７５の動作につい
て以下説明する。
【００７９】
　特徴判定部７５は、輝度ヒストグラム解析部７３および色ヒストグラム解析部７４から
出力される輝度特徴値Ｈｙｃおよび色特徴値Ｈｃｃの組み合わせ内容に基づき、映像の特
徴を判定し、映像特徴値Ｐｓとして、映像変化検出部９に出力する。
【００８０】
　図６は、特徴判定部７５に入力された輝度特徴値Ｈｙｃおよび色特徴値Ｈｃｃの組み合
わせに対し、映像特徴を７種類に分類した一例である。説明の簡単化のため、本例では、
前述の例より輝度特徴値Ｈｙｃおよび色特徴値Ｈｃｃを少なくし、Ｄｂｈｃ（３０）、Ｄ
ｂｈｃ（９０）、Ｄｂｈｃ（１５０）、Ｙｉａｖｅを利用して、映像特徴毎に７種類へと
分類を行い、映像特徴値Ｐｓ（ｉ）を出力している。本例では特徴を７種類に分類してい
るが、分類を行う特徴はいくつでもよい。
【００８１】
　また、本例では色相や輝度に関する特徴へと分類しているが、分類基準はそれに限った
ものではなく、映像信号Ｄｂの特徴を表すものであればどのようなものでもかまわない。
【００８２】
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　特徴判定部７５による特徴判定の組み合わせ内容は、従来の危険映像や、人間の視覚特
性データを元に任意に作成することが出来る。図６の例では、Ｄｂｈｃ（３０）、Ｄｂｈ
ｃ（９０）、Ｄｂｈｃ（１５０）が「低」であり、Ｙｉａｖｅが「高」であれば、Ｐｓ（
１）「ライト」を指示する映像特徴値Ｐｓが映像変化検出部９に出力される。
【００８３】
　なお、本例と異なり、輝度特徴値Ｈｙｃおよび色特徴値Ｈｃｃの内容を増やすことによ
り、より細かい特徴分類が可能になる。
【００８４】
　上記した例では、７種類の特徴に分類したため、分類名を特徴名で呼ぶこととする。図
６の分類で、ライト（Ｐｓ（１））は、白色等の明るい映像が多く含まれる特徴を持つ。
レッド（Ｐｓ（２））は、赤色が多く含まれる映像、イエロー（Ｐｓ（３））は黄色が多
く含まれる映像、グリーン（Ｐｓ（４））は緑色が多い映像である。ダーク（Ｐｓ（５）
）は黒色等の暗い映像が多く含まれる特徴を持つ。カラフル（Ｐｓ（６））は多くの色が
混ざっている映像になる。また、ノーマルはこれといった特徴を持たない映像である。
【００８５】
　このように、特徴判定部７５では、映像信号Ｄｂから得られた色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ
、輝度情報Ｖを基にして、特徴を判定することができる。
【００８６】
　本例における映像特徴検出部７では、入力される映像信号Ｄｂは１フレームの映像信号
であるが、１フレームの映像信号ではなく、複数フレームの映像信号を利用してもよい。
たとえば、フレーム補間技術に見られるように、複数フレーム分の映像信号を利用して、
新しい映像信号を作成した場合等において、複数フレームを元にして作成した新しい映像
信号を元に、解析を行ってもかまわない。
【００８７】
　＜Ａ－２－４．映像変化検出部９の動作＞
　画像処理装置３に備えられた、映像変化検出部９の動作について以下説明する。
【００８８】
　映像変化検出部９は、映像特徴検出部７から出力される映像特徴値Ｐｓを解析し、短期
間における一定回数以上の変化を検出した場合に、映像信号Ｄｂを危険映像であると判断
し、映像信号Ｄｂの危険性の有無、人体に与える影響の種類等の情報を含む制御信号とし
ての制御値Ｃｒを映像信号対策部６の対策制御部４に出力する。
【００８９】
　短期間における一定回数以上の変化を、Ｔｆフレーム以内に映像特徴値ＰｓがＴｔ回以
上、推移することとする。Ｔｆフレーム以内において、Ｔｔ回以上の変化が検出された場
合、制御値Ｃｒが出力される。Ｔｆ、Ｔｔを検出パラメータと呼ぶ。
【００９０】
　図７は、映像変化検出部９に入力された映像信号Ｄｂの映像特徴値Ｐｓに対し、映像信
号Ｄｂが危険映像であると判断する方法の一例である。図６で利用した特徴分類Ｐｓ（１
）～Ｐｓ（７）を利用して説明する。
【００９１】
　図７で示した例において、図中の横軸は解析フレーム（すなわち時間経過）を示し、縦
軸は映像特徴値Ｐｓ（ｉ）を示している。つまり図中の折れ線は、映像特徴値Ｐｓ（ｉ）
の推移を表している。
【００９２】
　短期間における推移として、例えば、検出パラメータＴｆ＝１０フレーム、Ｔｔ＝５回
とした場合、図７における６～１２フレーム間において、Ｐｓ（２）およびＰｓ（３）間
で６回推移を検出しており、このような映像特徴値Ｐｓの推移を検出した場合には、映像
信号Ｄｂは危険映像であると判断する。本例で挙げた映像変化は、レッド（Ｐｓ（２））
およびイエロー（Ｐｓ（３））が数フレームの間で激しく変化する映像となる。
【００９３】
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　映像変化検出部９において、危険映像を判断する方法についての別の例を図８に示す。
同様に検出パラメータＴｆ＝１０フレーム、Ｔｔ＝５回とした場合、図８における４～１
２フレーム間において、Ｐｓ（２）～Ｐｓ（５）間で８回推移を検出しており、このよう
な映像特徴値Ｐｓの推移を検出した場合には、映像信号Ｄｂは危険映像であると判断する
。本例で挙げた映像変化は、数フレームの間で特徴が大きく変化する映像となる。
【００９４】
　このように、短期間における推移に関しては、同一映像特徴値間のみの推移の場合、同
一映像特徴値間以外の推移が含まれている場合、ともに利用することができる。
【００９５】
　本例において、検出パラメータＴｆ・Ｔｔともに一定である必要はなく、映像特徴値Ｐ
ｓの変化に応じて、調整してもよい。また、映像特徴値Ｐｓの変化によっては、危険映像
ではないと判断する場合も考えられる。
【００９６】
　図９は、映像変化検出部９において入力された映像信号Ｄｂが危険映像であることを判
断するために利用する検出パラメータ、および出力される制御値の一例である。図に示す
ように、例えば、映像特徴値がＰｓ（１）とＰｓ（５）の間で変化する場合には、５フレ
ーム以内において、３回以上の変化が検出された場合、制御値ＣｒとしてＣｒ（２）が出
力される。ここでＣｒ（２）はいくつかある制御値Ｃｒのうちの一つであり、後述する対
策実行部５における対策に応じて出力することができるものである。
【００９７】
　上記の例のような変化は暗い映像が多いという特徴を持つダーク（Ｐｓ（５））と明る
い映像が多いという特徴を持つライト（Ｐｓ（１））が頻繁に繰り返される、白黒画像の
点滅に近い映像となる。暗い部屋で視聴した場合等において、強いストレスを与えられる
可能性がある危険映像であり、映像信号Ｄｂに対する処置が必要である。制御値によって
その処置内容等を指示する値を出力する。
【００９８】
　図９における別の例を示す。映像特徴値がＰｓ（６）とＰｓ（７）の間で変化する場合
には、短期間における変化があった場合でも、制御値Ｃｒは出力されない。このように、
映像特徴値によっては、危険映像と判断しないという判定を行う場合もある。
【００９９】
　映像変化検出部９において、映像信号の特徴を検出し、特徴の短期間における推移を検
出することにより、危険映像を判断することができる。また、特徴毎に検出パラメータＴ
ｒ、Ｔｆおよび制御値Ｃｒを変化させることも可能であるため、検出の精度を調整するこ
とができる。例えば、高精度の検出が必要である危険映像の検出精度を上げることができ
る。
【０１００】
　また、映像信号の特徴を考慮した制御値Ｃｒを出力することで、危険映像に対して行わ
れる処置を、特徴を反映させた効果的なものとすることができる。
【０１０１】
　ここで、準備される制御値Ｃｒは、Ｐｓ（ｉ）の組み合わせの数だけ配備してもよいし
、映像特徴数と同じ数であってもよい。また、制御値Ｃｒを１種類のみ規定して、危険信
号の有無のみを送信してもかまわない。
【０１０２】
　また本例と異なり、短期間における推移が２種類以上の映像特徴値Ｐｓ（ｉ）にわたる
変化である場合にも、各々の検出パラメータＴｆ、Ｔｔ、および制御値Ｃｒを設定してか
まわない。
【０１０３】
　制御値Ｃｒを、図９のように映像特徴値Ｐｓ（ｉ）の組み合わせに合わせて出力するこ
とより、ある特定の映像特徴から、別の特定の映像特徴への変化を規定することができる
。映像信号の特定の特徴変化を一意に決定するのが望ましい場合には、制御値Ｃｒを一意
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に設定すればよい。
【０１０４】
　制御値Ｃｒを映像信号の特徴変化に合わせて作成することで、映像信号対策部６におい
て危険映像に対して行われる処置を、特徴を反映させた効果的なものとすることができる
。
【０１０５】
　映像変化検出部９は映像信号Ｄｂの映像特徴値Ｐｓを利用して、制御値Ｃｒを算出する
構成であればどのような構成でもかまわない。
【０１０６】
　制御値Ｃｒを出力中に、現在までに検出された制御値Ｃｒ（Ｂｆ）と異なった映像特徴
変化が見られ、新しい制御値Ｃｒ（Ａｆ）が算出された場合、Ｃｒ（Ｂｆ）、Ｃｒ（Ａｆ
）のいずれを出力してもかまわない。また、Ｃｒ（Ｂｆ）、Ｃｒ（Ａｆ）の双方が出力さ
れたことを表す別の制御値Ｃｒ（Ｂａ）を新たに出力してもかまわない。
【０１０７】
　Ｃｒ（Ａｆ）を出力する構成にした場合には、危険映像の変化をその都度検出し、危険
映像の種類に合わせた対応を取ることができる。一方Ｃｒ（Ｂａ）を出力する構成にした
場合、危険の種類が頻繁に変化する特徴の危険映像であることが分かるため、危険映像全
般に効果がある一般的な処置を取る等の対策が考えられる。
【０１０８】
　なお、本例では、映像信号Ｄｂが危険映像であると判断した場合に、制御値Ｃｒを映像
信号対策部６に出力しているが、映像信号Ｄｂが危険映像ではない場合にも、制御値Ｃｒ
を出力する構成にしてもかまわない。この場合には、制御値Ｃｒは映像信号Ｄｂに関する
対応が不要であることを意味する情報や、映像信号Ｄｂの変化が危険ではないことを意味
する情報等を出力すればよい。
【０１０９】
　本例と異なり、検出パラメータＴｆ、Ｔｔ、および制御値Ｃｒをすべて同値に設定して
もかまわない。ただし、この場合は特徴に合わせた検出を行うことができなくなり、処置
の効果は減少する。
【０１１０】
　映像変化検出部９が、危険映像を検出するまでの数フレームに関しては、検出が完了し
ていないため危険映像がそのまま出力されてしまうが、危険映像は続けて視聴することに
より、人体に強い影響を与える傾向にあるため、検出に必要な短時間において、人体に与
える影響は少ない。検出までの時間を短縮する場合には、検出パラメータＴｆ、Ｔｔを小
さく設定すればよい。検出時間は短縮できるが、検出精度が多少低下することになる。
【０１１１】
　映像変化検出部９による制御値Ｃｒの出力は、映像特徴値Ｐｓの変化が終了するまで続
けられる。なお、映像特徴値Ｐｓの変化が終了した後、一定時間経過や映像コンテンツの
終了等、そのほかの条件により制御値Ｃｒの出力を停止させてもかまわない。
【０１１２】
　ただし前述のように、Ｐｓの変化が終了すること以外の条件により制御値Ｃｒの出力を
停止させた場合、危険映像ではない映像信号に対しても処置が行われることになり、コン
テンツの内容が損なわれる可能性がある。一方、同一コンテンツには同じような危険映像
が再度含まれる可能性もあり、再度危険映像が検出された際には、危険映像検出までの数
フレームが不要となるため、効果も期待できる。
【０１１３】
　＜Ａ－２－５．映像信号対策部６の動作＞
　画像処理装置３に備えられた、映像信号対策部６の動作について以下説明する。
【０１１４】
　映像信号対策部６に備えられている対策制御部４は、制御信号としての制御値Ｃｒに対
応した映像信号Ｄｂに対する対策指示値Ｐｒを選択し、対策実行部５に出力する。対策指
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示値Ｐｒは、危険映像の特徴等を基として、自由に調整可能である。
【０１１５】
　対策制御部４から対策実行部５に出力される、対策指示値Ｐｒによる指示は、例えば、
映像のフレーム数を減少させ変化の度合いを減少させる方法、文字や音声により視聴者に
注意を促す方法、別の映像や静止画像へと置換する方法、輝度や彩度等の値を減少させる
方法等が考えられる。
【０１１６】
　対策指示値Ｐｒによる指示は、映像特徴から算出された制御信号としての制御値Ｃｒを
考慮して作成するのが望ましい。たとえば、白黒画像が点滅するような映像である場合は
、フレーム数を減少させ、変化の度合いを減少させる方法等が考えられる。一方、黄色や
水色等の鮮やかな色合いが点滅するような映像である場合には、映像信号の彩度を減少さ
せた後、フレーム数を減少させ、変化の度合いを減少させる方法等が考えられる。
【０１１７】
　対策制御部４により出力される対策指示値Ｐｒの一例を、図９の例を利用して説明する
。図９の例では、映像変化検出部９から制御信号としての制御値Ｃｒが１から４の４種類
の値で出力されている。４値の制御信号としての制御値Ｃｒを、それぞれＣｒ（１）、Ｃ
ｒ（２）、Ｃｒ（３）、Ｃｒ（４）というように、Ｃｒ（ｉ）の形式で表すこととすると
、Ｃｒ（ｉ）それぞれに対応する対策指示値Ｐｒが、対策制御部４により導出される。
【０１１８】
　ここでＣｒ（ｉ）に対応するＰｒ（ｉ）は、すべて同じでもかまわないし、それぞれ異
なっていてもかまわない。すべて同じである場合には、例えばＣｒ（ｉ）（ｉ＝１，２，
３，４）＝Ｐｒ（１）のように構成され、またそれぞれ異なる場合には、例えばＣｒ（ｉ
）＝Ｐｒ（ｉ）（ｉ＝１，２，３，４）のように構成される。
【０１１９】
　また、本例では、映像信号Ｄｂが危険映像であり対策が必要であると判断した場合に、
対策指示値Ｐｒを出力しているが、映像信号Ｄｂが危険映像ではない場合に、対策指示値
Ｐｒを出力する構成にしてもかまわない。この場合には、対策指示値Ｐｒは映像信号Ｄｂ
に関する対策が不要であることを意味する情報や、映像信号Ｄｂの変化が危険ではないこ
とを意味する情報等を出力すればよい。
【０１２０】
　図９における例において、短期間Ｔｆにおける、レッド（Ｐｓ（２））とグリーン（Ｐ
ｓ（４））の一定回数Ｔｔ以上の変化を検出した際に、制御信号としての制御値Ｃｒ（４
）が出力される。制御信号としての制御値Ｃｒ（４）に対応する対策指示値Ｐｒとして、
Ｐｒ（４）が導出される。
【０１２１】
　Ｐｒ（４）は赤色と緑色の短期間における変化であるため、暗い部屋で視聴した場合等
において、強いストレスを与えられる可能性がある危険映像であり、映像信号Ｄｂに対す
る処置が必要である。そこで処理の例として、危険映像中の任意の１フレームの映像情報
を保持し、保持した映像を、静止画像として一定時間表示するという方法をとる。
【０１２２】
　映像信号対策部６に備えられている対策実行部５は、対策制御値４より出力される対策
指示値Ｐｒに基づいて画像処理を行い、危険映像が人体に与える影響を、削減あるいは無
効化する。
【０１２３】
　危険映像に対する画像処理は、画像処理を行わないフレームがあってもよい。例として
は、フレーム数を減少させる場合等が考えられ、表示を行わないフレームが生じる反面、
表示を行わないフレームの代わりに、静止画像として表示し続ける等の手法が考えられる
。
【０１２４】
　＜Ａ－３．効果＞
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　この発明にかかる実施の形態１によれば、画像表示装置において、受信した映像信号Ｄ
ｂに含まれる所定の映像情報からフレームごとの映像特徴を検出し、映像特徴信号Ｐｓを
出力する映像特徴検出部７と、前記映像特徴信号Ｐｓが所定時間内に一定回数以上変化し
た場合、制御信号としての制御値Ｃｒを出力する映像変化検出部９と、前記制御値Ｃｒを
解析しその解析結果に応じて、前記映像信号Ｄｂに所定の処置を行う映像信号対策部６と
を備えることで、危険映像を検出することができ、これに適切な処置をすることにより危
険映像が人体に与える影響を、削減あるいは無効化する等の処置をすることができる。
【０１２５】
　また、この発明にかかる実施の形態１によれば、画像表示装置において、所定の処置は
、映像信号Ｄｂに含まれる人体に悪影響を及ぼす要因を抑制する処置であることで、危険
映像を検出することができ、これに適切な処置をすることにより危険映像が人体に与える
影響を、削減あるいは無効化する等の処置をすることができる。
【０１２６】
　また、この発明にかかる実施の形態１によれば、画像表示装置において、所定の映像情
報が、輝度情報Ｖ、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓのいずれか複数個を含むことで、明るさの変
化や、色の変化の特徴を取得し、それらの情報を組み合わせる等により精度の高い映像特
徴の検出が可能となり、危険映像の検出の精度を向上させることができる。
できる。
【０１２７】
　また、この発明にかかる実施の形態１によれば、画像表示装置の映像変化検出部９にお
いて、映像特徴信号としての映像特徴値Ｐｓが、予め定められた特定の映像特徴から予め
定められた別の特定の映像特徴へと変化した場合に、制御信号としての制御値Ｃｒを出力
することで、映像信号Ｄｂの特徴を考慮し、変化の特徴に合わせた処置を予め規定するこ
とができ、映像信号対策部６において危険映像に対して行われる処置を、特徴を反映させ
た効果的なものとすることができる。映像変化の特定の軌跡を判断することができるため
、予め解析されている危険映像と比較し、特定の特徴変化における特に危険性の高い映像
等の識別が可能である。
【０１２８】
　また、この発明にかかる実施の形態１によれば、画像表示装置の映像特徴検出部７にお
いて、１フレーム分の映像信号Ｄｂの替わりに、複数フレーム分の映像信号Ｄｂから、映
像特徴を検出することで、倍速駆動等の複数フレームから生成された映像に対しても、危
険映像を判定可能である。
【０１２９】
　また、この発明にかかる実施の形態１によれば、画像表示装置の映像信号対策部６にお
いて、制御信号としての制御値Ｃｒの異なる解析結果に応じて、予め定められた異なる処
置を所定の処置として適用することにより、映像信号に対する処置を変更することで、特
徴によって対応する処置を実行でき危険映像の危険性にあった、より効果的な処置が可能
になる。
【０１３０】
　また、本実施の形態１に係る画像表示装置は、映像信号Ｄｂから、危険映像を検出する
手法として、映像表示装置に限らず映像に関わる他分野での利用も考えられる。他の分野
での利用として、例えば、ハードディスクやＤＶＤ等の映像レコーダー等の映像記録装置
が上げられる。
【０１３１】
　なお、映像記録装置において、これらの応用を行った場合、リアルタイムに視聴する場
合と異なり、予め解析を行っておくことにより、危険映像の検出までに要する数フレーム
が不要となり、より安全な映像を提供することができる。予め検出を行う場合には、危険
映像に対する処置に関しても同様に、予め行っておくことができる。
【０１３２】
　一方、本実施の形態と同様なことを、上述の特許文献２、特許文献３に記載の技術を用
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いて行うには、予め内容種が既知であるマルチメディアデータが保持されている必要があ
る。そのため、初見の番組等では分類を行うことができない。
【０１３３】
　上述の特許文献２、特許文献３に記載の技術では、輝度信号、色相信号、色差信号にお
ける閾値のみで危険映像を一様に検出している。そのため、危険映像の特徴を得ることが
できず、特徴に合わせた処置を行うことができない。また、検出の精度が劣っており、詳
細な検出を行うことができない。
【０１３４】
　なお、本実施の形態１に係る画像表示装置では、ＨＳＶ色空間を例に危険映像を検出し
たが、たとえばＲＧＢ色空間、ＣＭＹ色空間、ＨＬＳ色空間、ＹＣｂＣｒ色空間、Ｌａｂ
表色系、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系、Ｌ＊ｕ＊ｖ＊表色系、等その他のあらゆる色空間や表色系
に関しても適応することができる。
【０１３５】
　また、本実施の形態１における映像特徴の検出方法は、後述する実施の形態２および３
においても利用することができるものである。
【０１３６】
　＜Ｂ．実施の形態２＞
　＜Ｂ－１．画像表示装置の構成＞
　図１０は、本発明の実施の形態２に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。
本実施の形態２に係る画像表示装置は、上述の実施の形態１に係る画像処理装置において
、画像処理装置３の替わりに画像処理装置１３を備えるものである。他の構成要素に関し
ては、実施の形態１に示すものと同様であるので、説明を省略する。
【０１３７】
　＜Ｂ－１－１．画像処理装置１３の構成＞
　画像表示装置における画像処理装置１３の構成について、以下説明する。
【０１３８】
　本実施の形態２に係る画像処理装置１３は、受信部２からの出力映像信号Ｄｂを入力さ
れる映像信号対策部６及び映像特徴検出部としての領域分割映像特徴検出部１７と、領域
分割映像特徴検出部１７を介して映像信号対策部６に出力する映像変化検出部としての領
域分割映像変化検出部１９とを備える。映像信号対策部６は、受信部２からの信号が入力
される対策実行部５と、領域分割映像変化検出部１９からの信号が入力される対策制御部
４を備える。
【０１３９】
　映像特徴検出部としての領域分割映像特徴検出部１７は、映像信号Ｄｂに含まれる映像
情報を元にして、各１フレーム分の映像情報を１つ以上の領域に分割し、領域毎の領域分
割特徴信号としての領域分割映像特徴値Ｐａを算出して、映像変化検出部としての領域分
割映像変化検出部１９に出力する。
【０１４０】
　このとき映像信号Ｄｂの分割数をｎとして、分割された映像信号を映像信号Ｄｂａ（ｎ
）と表す。ｎが多いほど、処理に要する計算量が必要になるが、より詳細な特徴を検出す
ることができる。
【０１４１】
　映像変化検出部としての領域分割映像変化検出部１９は、領域毎の領域分割特徴信号と
しての領域分割映像特徴値Ｐａを元にして、領域分割映像特徴値Ｐａの短期間における一
定回数以上の変化を検出した場合に、領域毎の制御値Ｃｒｎを算出し、領域毎の制御値Ｃ
ｒｎが一定閾値を超えた場合に、映像信号Ｄｂを危険映像であると判断し、映像信号Ｄｂ
の危険性の有無、人体に与える影響の種類等の情報を含む制御信号としての制御値Ｃｒを
対策制御部４に出力する。
【０１４２】
　対策制御４は、対策実行部５が映像信号Ｄｂに対して行う処置内容を示す対策指示値Ｐ



(17) JP 5393124 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

ｒを制御値Ｃｒに基づいて算出し、対策実行部５に出力する。
【０１４３】
　一方、対策実行部５は、入力された対策指示値Ｐｒが対策実行を指示する内容である場
合（すなわち、映像信号Ｄｂが危険映像であると判断された場合）に、映像信号Ｄｂに対
し処置を行い、危険映像が人体に与える影響を削減あるいは無効化し、処置後の信号を映
像信号Ｄｃとして表示部１０に出力する。
【０１４４】
　＜Ｂ－１－２．領域分割映像特徴検出部１７の構成＞
　前述の画像処理装置１３における、映像特徴検出部としての領域分割映像特徴検出部１
７の構成について以下説明する。
【０１４５】
　図１１は、図１０で示した領域分割映像特徴検出部１７の一内部構成例の詳細を示すブ
ロック図である。図１１に示されるように、本実施の形態２の画像表示装置における領域
分割映像特徴検出部１７は、領域分割部１７８と、領域分割部１７８からの信号が入力さ
れる映像特徴検出部１７９とを備えている。
【０１４６】
　図１１の領域分割映像特徴検出部１７は実施の一例であり、領域分割映像特徴検出部１
７は、映像信号Ｄｂを基にして、領域分割映像特徴値Ｐａが出力可能な構成であればどの
ようなものでもよい。
【０１４７】
　また映像特徴検出部１７９は、領域分割部１７８からの信号が入力されるヒストグラム
算出域決定部１７０及び、ヒストグラム算出域決定部１７０からの出力を入力するヒスト
グラム算出部１７１及び、ヒストグラム算出部１７１からの出力を入力するヒストグラム
解析部１７３及び、ヒストグラム解析部１７３からの出力を入力する特徴判定部１７５を
有している。なお図１１の構成は一例であり、映像特徴検出部１７は本構成に限定される
ものではない。
【０１４８】
　図１１で示した例では、受信部２から得られ、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、明度情報Ｖを
含む映像信号Ｄｂは、領域分割部１７８に入力される。本実施の形態２では色空間の例と
して、ＨＳＶ色空間を利用する。
【０１４９】
　図１１で示した例において、入力映像信号Ｄｂがインターレース信号の場合は、２フィ
ールド分を１フレーム分の映像信号として、領域分割部１７８により変換を行い、新しい
映像信号を求める。このように領域分割部１７８において、ヒストグラム算出域決定部１
７０で処理を行うための前処理を行っても良い。
【０１５０】
　他の前処理の例として、映像信号ＤｂがＲＧＢ信号等の、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、明
度情報Ｖと異なった表色系で示されている際、既知の計算式により色相情報Ｈ、彩度情報
Ｓ、明度情報Ｖへと変換することも考えられる。
【０１５１】
　領域分割部１７８は、１フレーム分の映像信号Ｄｂから予め規定されたｎ個の領域に分
割し、分割された領域における映像信号を、映像信号Ｄｂａとしてヒストグラム算出域決
定部１７０へと出力する。以降、分割された映像信号Ｄｂａに対する処理は、各映像信号
Ｄｂａ（ｎ）に対して行われる。
【０１５２】
　本実施の形態２における映像特徴検出部１７９は、実施の形態１の映像特徴検出部７に
おいて映像信号Ｄｂを入力とする代わりに分割された映像信号Ｄｂａを入力とし、映像信
号Ｄｂの特徴を表す映像特徴値Ｐｓを出力する代わりに映像信号Ｄｂａの特徴を表す領域
分割映像特徴値Ｐａを出力する点において異なっているが、同様の機能を果たしている。
しかし、本実施の形態２においては、実施の形態１とは異なる例を利用する。そのため、
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本実施の形態２において記載される映像特徴検出部１７９の構成は、実施の形態１におい
ても利用することができるし、本実施の形態１の構成を、本実施の形態２において利用す
ることもできる。
【０１５３】
　＜Ｂ－２．画像処理装置１３の動作＞
　本実施の形態２に係る映像信号対策部６は、実施の形態１と同じものであり、実施の形
態１で説明した動作と同じ動作を行うため、その詳細な動作説明は省略する。
【０１５４】
　以下では、領域分割映像特徴検出部１７と、領域分割映像変化検出部１９の動作につい
て、それぞれ説明していく。
【０１５５】
　＜Ｂ－２－１．領域分割映像特徴検出部１７の動作＞
　画像処理装置１３における、領域分割映像特徴検出部１７の動作について、以下説明す
る。
【０１５６】
　領域分割映像特徴検出部１７は、領域分割部１７８と、映像特徴検出部１７９とを備え
ている。
【０１５７】
　図１２は、領域分割部１７８において行われる映像信号Ｄｂの領域分割例である。図１
２の例では、映像信号Ｄｂを９個の領域を面積的に分割し、映像信号Ｄｂａ（１）～映像
信号Ｄｂａ（９）を映像信号Ｄｂａとして映像特徴検出部１７９に備えられたヒストグラ
ム算出域決定部１７０に出力している。
【０１５８】
　本例では映像信号Ｄｂを不均等に分割しているが、均等に分割してもかまわない。また
、映像信号Ｄｂの分割数ｎはいくつでもよい。分割数ｎとその分割領域の決定は、入力信
号のサイズや映像中に含まれる黒帯の面積等の条件により調整される。
【０１５９】
　映像特徴検出部１７９に備えられたヒストグラム算出領域決定部１７０は、入力された
１フレーム分の領域毎に分割された映像信号Ｄｂａから、さらに、明度情報Ｖ、色相情報
Ｈ、彩度情報Ｓを抽出する。そして、抽出した色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、明度情報Ｖを利
用して、色空間を複数の色領域Ｄｂａｎに分割し、分割した色領域の範囲に関する色領域
情報値Ｄｂａｎを、分割された領域における映像信号Ｄｂａとともに、映像特徴検出部１
７９に備えられたヒストグラム算出部１７１に出力する。
【０１６０】
　出力される色領域情報値Ｄｂａｎの例としては、それぞれの領域を指示する色相情報Ｈ
、彩度情報Ｓ、明度情報Ｖ等が挙げられる。
【０１６１】
　図１３は色空間の全体図を表したものである。分割される色空間の個数をｍ個とし、映
像信号Ｄｂａ（ｎ）を複数の分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）に分割する例を図１４に示す。
【０１６２】
　図１４は図１３の色空間を色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、明度情報Ｖを利用して分割した一
例であり、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，１）～Ｄｂａｎ（ｎ，９）の９領域に分割している。
本例では、彩度情報Ｓがｒ１以下である領域と、ｒ１以上である領域に分割している。ｒ
１以下である領域に関して、明度情報Ｖをｒ３，ｒ４，ｒ５の長さで分割し、Ｄｂａｎ（
ｎ，１）～Ｄｂａｎ（ｎ，３）を作成している。ｒ１以上である領域に関して、色相情報
Ｈを各々６０度ずつに分割し、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，４）～Ｄｂａｎ（ｎ，９）を作成
している。
【０１６３】
　分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，１）は、彩度情報Ｓが小さい値であるため、鮮やかな色合いの
ない白黒に近い映像の領域である。そのため、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，１）は白色に近く
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、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，３）は黒色に近い映像になる。
【０１６４】
　分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，４）は色相角０度から６０度を表し、赤から黄へと変化する色
合い、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，５）は色相角６０度から１２０度を表し、黄から緑へと変
化する色合い、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，６）は色相角１２０度から１８０度を表し、緑か
ら水色へと変化する色合い、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，７）は色相角１８０度から２４０度
を表し、水色から青へと変化する色合い、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，８）は色相角２４０度
から３００度を表し、青から紫へと変化する色合い、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，９）は色相
角３００度から３６０度を表し、紫から赤へと変化する色合いを表す。
【０１６５】
　図１４に示す例では、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，１）～Ｄｂａｎ（ｎ，９）の９領域に分
割しているが、図１４に示す例より、多くても少なくてもかまわない。また、分割にあた
り、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、明度情報Ｖのうち、一部の情報を省略してもよい。精度は
落ちるものの、高速な演算が可能になる。
【０１６６】
　色空間の分割においては、色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、明度情報Ｖは均一になるように分
割を行っても、不均一になるように分割を行ってもよい。すなわち、領域を分割する場合
には、その分割数ｍや範囲は自由に設定しても良い。
【０１６７】
　映像特徴検出部１７９に備えられたヒストグラム算出部１７１は、映像信号Ｄｂａを元
として、入力された色領域情報値Ｄｂａｎにおける各々の特徴情報Ｈａを算出し、映像特
徴検出部１７９に備えられたヒストグラム解析部１７３へと出力する。
【０１６８】
　図１５は、ヒストグラム算出部１７１が生成する特徴情報Ｈａの一例を示したものであ
る。図１５で示した例では、図１４の例を利用し、特徴情報Ｈａとして、１フレーム分の
映像信号Ｄｂａの分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）に対する画素数を算出し、ヒストグラムを
生成している。以下、ヒストグラム算出部１７１により生成された映像信号Ｄｂａにおけ
る各色領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）のヒストグラムを規定した情報を色ヒストグラムＨＡと呼
ぶ。
【０１６９】
　図１５で示した例において、図中の横軸は分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）を示し、縦軸は
度数、つまり１フレーム分の映像信号Ｄｂａの分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）に対する画素
数を示している。以降、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）に対する画素数をＤｂａｄ（ｎ，ｍ
）と表す。
【０１７０】
　本例では色相ヒストグラムの度数は１フレーム分の映像信号Ｄｂａの分割領域Ｄｂａｎ
（ｎ，ｍ）に対する画素数で表しているが、累積画素数として表示してもよい。また、画
素数ではなく、全体の画素数に占める割合として、１０％等の表示を行ってもよい。
【０１７１】
　図１６はヒストグラム解析部１７３による特徴値Ｈａｃの生成例を示す説明図である。
同図に示すように、ヒストグラム解析部１７３は色ヒストグラムＨＡの各度数Ｄｂａｄ（
ｎ，ｍ）が、所定の判定閾値ＴＤｂｈ２より小さい値であるか、閾値ＴＤｂｈ２とそれよ
り大きな所定の閾値である閾値ＴＤｂｈ１値の間の値であるか、判定閾値ＴＤｂｈ１より
大きい値であるかを判定し、３つの分類情報値、低・中・高のうち、いずれか一を規定し
た判定情報値Ｄｂａｃ（ｎ，ｍ）を算出する。
【０１７２】
　図１６に表す例では、Ｄｂａｄ（ｎ，１）、Ｄｂａｄ（ｎ，９）は、所定の閾値ＴＤｂ
ｈ１より大きい値であるため「高」と指示する値が入力される。また、Ｄｂａｄ（ｎ，２
）、Ｄｂａｄ（ｎ，８）は、閾値ＴＤｂｈ２と閾値ＴＤｂｈ１値の間の値であるため「中
」と指示する値が入力される。Ｄｂａｄ（ｎ，３）～Ｄｂａｄ（ｎ，７）は所定の判定閾
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値ＴＤｂｈ２より小さい値であるため「低」と指示する値が入力される
　なお、本例では所定の閾値は二種類であり高中低の３通りに分類したが、３通り以外に
分類してもでもよい。すなわち閾値は二種類より多くても、少なくてもかまわない。閾値
を多く調整することにより、より詳細な分類が可能になる。また、閾値の数を少なくする
ことにより、処理量を低減することができる。
【０１７３】
　また、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）によって閾値の値を変えてもかまわない。例えば、
Ｄｂａｎ（ｎ，１）に関しては、所定の閾値ＴＤｂｈ１のみにより判断し、Ｄｂａｎ（ｎ
，２）は、所定の閾値ＴＤｂｈ１及び、別の所定の閾値ＴＤｂｈ２、ＴＤｂｈ３により判
定情報値Ｄｂａｃ（ｎ，ｍ）を求めるという手法も取ることができる。このように、分割
領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）によって閾値の値を変えることにより、詳細に解析を行いたい領
域を重点的に解析し、詳細な解析が不要な領域の解析精度を下げる等の効果を得ることが
できる。
【０１７４】
　ヒストグラム解析部１７３は、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）における判定情報値Ｄｂａ
ｃ（ｎ，ｍ）を、色特徴値Ｈａｃとして映像特徴検出部１７９に備えられた特徴判定部１
７５に出力する。
【０１７５】
　すなわち図１６に表す例では、Ｄｂａｃ（ｎ，１）＝Ｄｂａｃ（ｎ，９）＝「高」、Ｄ
ｂａｃ（ｎ，２）＝Ｄｂａｃ（ｎ，８）＝「中」、Ｄｂａｃ（ｎ，３）＝Ｄｂａｃ（ｎ，
４）＝Ｄｂａｃ（ｎ，５）＝Ｄｂａｃ（ｎ，６）＝Ｄｂａｃ（ｎ，７）＝「低」を意味す
る色特徴値Ｈａｃが、特徴判定部１７５に出力される。
【０１７６】
　なお、色特徴値Ｈａｃを出力するにあたって、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）と判定情報
値Ｄｂａｃ（ｎ，ｍ）のうち、いずれか一方を規定することにより、分割領域Ｄｂａｎ（
ｎ，ｍ）のみ、あるいは、判定情報値Ｄｂａｃ（ｎ，ｍ）のみを出力してもかまわない。
【０１７７】
　たとえば、判定情報値Ｄｂａｃ（ｎ，ｍ）＝「高」である分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）
を出力する方法が考えられる。図１６の例に戻ると、Ｄｂａｃ（ｎ，ｍ）＝「高」である
分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ）として、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，１）、Ｄｂａｎ（ｎ，９）
が色特徴値Ｈａｃとして特徴判定部１７５に出力される。
【０１７８】
　また、他の例として、分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，１）の判定情報値Ｄｂａｃ（ｎ，１）を
出力するという、分割領域を指定した方法が考えられる。図１６の例に戻ると、分割領域
Ｄｂａｎ（ｎ，１）の判定情報値として、判定情報値「高」が色特徴値Ｈａｃとして特徴
判定部１７５に出力される。
【０１７９】
　なお、必要により、判定情報値のうち、一部のみを色特徴値Ｈａｃとして出力し、残り
の判定情報値を出力しないという手段を取ることもできる。このように、出力する情報を
制限することにより、情報量を削減し、計算量を減らすことができる。
【０１８０】
　なお、本例では、色特徴値Ｈａｃを閾値により「高」・「中」・「低」と３種類に切り
分けることで、色特徴を保持したまた情報量を削減しているが、切り分けを行う個数は、
３以外でもかまわない。また、色ヒストグラムＨＡの各度数Ｄｂａｄ（ｎ，ｍ）をそのま
ま出力してもよい。
【０１８１】
　特徴判定部１７５は、ヒストグラム解析部１７３から出力される色特徴値Ｈａｃの組み
合わせ内容に基づき、映像の特徴を判定し、領域分割映像特徴値Ｐａとして、領域分割映
像変化検出部１９に出力する。
【０１８２】
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　図１７は、特徴判定部１７５に入力された色特徴値Ｈａｃの組み合わせに対し、映像特
徴を７種類に分類した一例である。説明の簡単化のため、本例では、前述の例より色特徴
値Ｈａｃを少なくし、Ｄｂａｃ（ｎ，１）、Ｄｂａｃ（ｎ，３）、Ｄｂａｃ（ｎ，４）、
Ｄｂａｃ（ｎ，５）、Ｄｂａｃ（ｎ，６）を利用して、映像特徴毎に７種類へと分類を行
い、領域分割映像特徴値Ｐａ（ｎ，ｉ）を出力している。本例では特徴を７種類に分類し
ているが、分類を行う特徴はいくつでもよい。
【０１８３】
　また、本例では色相や輝度に関する特徴へと分類しているが、分類基準はそれに限った
ものではなく、映像信号Ｄｂａの特徴を表すものであればどのようなものでもかまわない
。
【０１８４】
　特徴判定部１７５による特徴判定の組み合わせ内容は、従来の危険映像や、人間の視覚
特性データを元に任意に作成することが出来る。図１７の例では、Ｄｂａｃ（ｎ，１）、
Ｄｂａｃ（ｎ，３）、Ｄｂａｃ（ｎ，４）、Ｄｂａｃ（ｎ，５）が「低」であり、Ｄｂａ
ｃ（ｎ，６）が「高」であれば、Ｐａ（ｎ，４）「グリーン」を指示する領域分割映像特
徴値Ｐａが領域分割映像変化検出部１９に出力される。なお、本例と異なり、特徴値Ｈａ
ｃの内容を増やすことにより、より細かい特徴分類が可能になる。これといった特徴的を
持たない映像である。
【０１８５】
　このように、特徴判定部１７５では、映像信号から得られた色相情報Ｈ、彩度情報Ｓ、
輝度情報Ｖを基にして、特徴を判定することができる。特徴の判定は分割された領域にお
ける映像信号Ｄｂａ（ｎ）に対してそれぞれ行われるため、各分割領域Ｄｂａｎ（ｎ，ｍ
）における特徴を得ることができる。
【０１８６】
　本例における領域分割映像特徴検出部１７では、入力される映像信号Ｄｂは１フレーム
の映像信号であるが、１フレームの映像信号ではなく、複数フレームの映像信号を利用し
てもよい。たとえば、フレーム補間技術に見られるように、複数フレーム分の映像信号を
利用して、新しい映像信号を作成した場合等において、複数フレームを元にして作成した
新しい映像信号を元に、解析を行ってもかまわない。
【０１８７】
　＜Ｂ－２－２．領域分割映像変化検出部１９の動作＞
　画像処理装置１３に備えられた、映像変化検出部としての領域分割映像変化検出部１９
の動作について、以下説明する。
【０１８８】
　領域分割映像変化検出部１９は、領域分割映像特徴検出部１７から出力される領域分割
映像特徴値Ｐａを解析し、短期間における一定回数以上の変化を、一定領域以上において
検出した場合に、映像信号Ｄｂを危険映像であると判断し、映像信号Ｄｂの危険性の有無
、人体に与える影響の種類等の情報を含む制御信号としての制御値Ｃｒを映像信号対策部
６の対策制御部４に出力する。
【０１８９】
　短期間における一定回数以上の変化を、Ｔｆフレーム以内に領域分割映像特徴値Ｐａが
Ｔｔ回以上、推移することとする。また、短期間における一定領域以上の変化を、Ｔａ個
以上とする。Ｔｆフレーム以内において、Ｔｔ回以上の変化が検出された領域が、Ｔａ個
以上である場合、制御値Ｃｒが出力される。本実施の形態２では、Ｔｆ、Ｔｔ、Ｔａが検
出パラメータとなる。
【０１９０】
　各映像信号Ｄｂａ（ｎ）において、Ｔｆフレーム以内に領域分割映像特徴値ＰａがＴｔ
回以上、推移した場合には制御信号としての制御値Ｃｒｎ（ｎ）を算出する。任意の制御
信号としての制御値Ｃｒｎ（ｘ）が算出された映像信号Ｄｂａ（ｎ）がＴａ個以上である
場合、制御信号としての制御値Ｃｒｎ（ｘ）を、制御値Ｃｒとして映像信号対策部６の対
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策制御部４に出力する。
【０１９１】
　Ｔａ個以上の制御信号としての制御値Ｃｒｎ（ｘ）を算出する映像信号Ｄｂａ（ｎ）が
複数存在する場合、より大きな面積を占める領域を取る方法、あるいはより多くの数を持
つ領域を取る方法等が考えられる。
【０１９２】
　本例において、検出パラメータＴｆ・Ｔｔ・Ｔａともに一定である必要はなく、領域分
割映像特徴値Ｐａの変化に応じて、調整してもよい。また、領域分割映像特徴値Ｐａの変
化によっては、危険映像ではないと判断する場合も考えられる。ただし、本例においては
、出力される制御信号としての制御値Ｃｒは映像信号Ｄｂに対して一意に決まるため、各
映像信号Ｄｂａ（ｎ）における映像変化を表す制御信号としての制御値Ｃｒｎ（ｎ）は同
時に決定するのが望ましい。
【０１９３】
　実施の形態１における映像変化検出部９の動作例は、図７、８、９に示した例で表され
たが、本実施の形態２における領域分割映像変化検出部１９も同様に、図７、８、９に示
した例を利用することができる。ただし、映像特徴値Ｐｓの代わりに、領域分割映像特徴
値Ｐａを入力し、制御値Ｃｒの代わりにＣｒｎを入力する。
【０１９４】
　そのため、短期間における推移に関しては、同一映像特徴値間のみの推移の場合、同一
映像特徴値間以外の推移が含まれている場合、ともに利用することができる。また、映像
特徴値によっては、危険映像と判断しないという判定を行うこともできる。
【０１９５】
　領域分割映像変化検出部１９の動作を、図１２で示した分割された映像信号Ｄｂａ（１
）～映像信号Ｄｂａ（９）を利用した例（図１８参照）により説明する。
【０１９６】
　図１８に示すように、映像信号Ｄｂａ（１）～映像信号Ｄｂａ（９）における制御信号
としての制御値Ｃｒｎ（ｎ）（ｎ＝１，２，・・・，９）が各々Ｃｒｎ（ａ），Ｃｒｎ（
ｂ），Ｃｒｎ（ｃ），Ｃｒｎ（ｄ）で表されている。検出パラメータＴａ＝４とした場合
、４個以上の領域を持つＣｒｎ（ｎ）はＣｒｎ（ａ）のみとなり、制御値ＣｒとしてＣｒ
ｎ（ａ）を出力する。
【０１９７】
　図１８の例において、検出パラメータＴａ＝３である場合、３個以上の領域を持つＣｒ
ｎ（ｎ）はＣｒｎ（ａ），Ｃｒｎ（ｂ）の２種類存在する。Ｃｒｎ（ａ）は４個、Ｃｒｎ
（ｂ）は３個であるので、より多くの数を満たすＣｒｎ（ａ）を制御値Ｃｒとして出力し
てもよいし、より多くの面積を占めるＣｒｎ（ｂ）を制御値Ｃｒとして出力してもよい。
【０１９８】
　なお、本例の検出パラメータＴａは、条件を満たす領域の数として定義しているが、本
例で一部触れたように、条件を満たす領域の面積として定義することも可能である。
【０１９９】
　領域分割映像変化検出部１９において、映像信号の特徴を検出し、特徴の短期間におけ
る推移を検出することにより、危険映像を判断することができる。また、特徴毎に検出パ
ラメータＴｒ、Ｔｆ、Ｔａおよび制御値Ｃｒ（制御値Ｃｒｎ）を変化させることも可能で
あるため、検出の精度を調整することができる。例えば、高精度の検出が必要である危険
映像の検出精度を上げることができる。
【０２００】
　また、映像信号の特徴を考慮した制御値Ｃｒを出力することで、危険映像に対して行わ
れる処置を、特徴を反映させた効果的なものとすることができる。
【０２０１】
　ここで、準備される制御値Ｃｒ（制御値Ｃｒｎ）は、Ｐａ（ｉ）の組み合わせの数だけ
配備してもよいし、映像特徴数と同じ数であってもよい。また、制御値Ｃｒ（制御値Ｃｒ
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ｎ）を１種類のみ規定して、危険信号の有無のみを送信してもかまわない。
【０２０２】
　また本例と異なり、短期間における推移が２種類以上の領域分割映像特徴値Ｐａ（ｎ，
ｉ）にわたる変化である場合にも、各々の検出パラメータＴｆ、Ｔｔ、Ｔａおよび制御値
Ｃｒｎを設定してかまわない。
【０２０３】
　制御値Ｃｒ（制御値Ｃｒｎ）を、領域分割映像特徴値Ｐａ（ｎ，ｉ）の組み合わせに合
わせて出力することより、ある特定の映像特徴から、別の特定の映像特徴への変化を規定
することができる。映像信号の特定の特徴変化を一意に決定するのが望ましい場合には、
制御値Ｃｒ（制御値Ｃｒｎ）を一意に設定すればよい。
【０２０４】
　制御値Ｃｒを映像信号の特徴変化に合わせて作成することで、映像信号対策部６におい
て危険映像に対して行われる処置を、特徴を反映させた効果的なものとすることができる
。
【０２０５】
　また制御値Ｃｒは領域毎に判定した領域分割映像特徴値Ｐａ（ｎ，ｉ）の変化Ｃｒｎ（
ｎ）に基づいて判断しているため、例えば、映像特徴の変化が少ない領域が存在している
等の場合に、危険映像の検出精度を向上させる効果が期待できる。
【０２０６】
　本例では、領域分割映像特徴値Ｐａの変化に対して、制御値Ｃｒを算出するにあたり、
制御値Ｃｒｎを閾値により統合することで、制御値Ｃｒを算出したが、領域分割映像変化
検出部１９は分割された領域における映像信号Ｄｂａの領域分割映像特徴値Ｐａを利用し
て、制御値Ｃｒを算出する構成であればどのような構成でもかまわない。例えば、領域分
割映像特徴値Ｐａを元にして、全フレームにおける映像特徴値Ｐｓを算出し、映像特徴値
Ｐｓを元にして、制御値Ｃｒを算出する構成等が考えられる。
【０２０７】
　制御値Ｃｒを出力中に、現在までに検出された制御値Ｃｒ（Ｂｆ）と異なった映像特徴
変化が見られ、新しい制御値Ｃｒ（Ａｆ）が算出された場合、Ｃｒ（Ｂｆ）、Ｃｒ（Ａｆ
）のいずれを出力してもかまわない。また、Ｃｒ（Ｂｆ）、Ｃｒ（Ａｆ）の双方が出力さ
れたことを表す別の制御値Ｃｒ（Ｂａ）を新たに出力してもかまわない。
【０２０８】
　Ｃｒ（Ａｆ）を出力する構成にした場合には、危険映像の変化をその都度検出し、危険
映像の種類に合わせた対応を取ることができる。一方Ｃｒ（Ｂａ）を出力する構成にした
場合、危険の種類が頻繁に変化する特徴の危険映像であることが分かるため、危険映像全
般に効果がある一般的な処置を取る等の対策が考えられる。
【０２０９】
　なお、本例では、映像信号Ｄｂが危険映像であると判断した場合に、制御値Ｃｒを映像
信号対策部６に出力しているが、映像信号Ｄｂが危険映像ではない場合にも、制御値Ｃｒ
を出力する構成にしてもかまわない。この場合には、制御値Ｃｒは映像信号Ｄｂに関する
対応が不要であることを意味する情報や、映像信号Ｄｂの変化が危険ではないことを意味
する情報等を出力すればよい。
【０２１０】
　本例と異なり、検出パラメータＴｆ、Ｔｔ、Ｔａおよび制御値Ｃｒをすべて同値に設定
してもかまわない。ただし、この場合は特徴に合わせた検出を行うことができなくなり、
処置の効果は減少する。
【０２１１】
　領域分割映像変化検出部１９が、危険映像を検出するまでの数フレームに関しては、検
出が完了していないため危険映像がそのまま出力されてしまうが、危険映像は続けて視聴
することにより、人体に強い影響を与える傾向にあるため、検出に必要な短時間において
、人体に与える影響は少ない。検出までの時間を短縮する場合には、検出パラメータＴｆ
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、Ｔｔ、Ｔａを小さく設定すればよい。検出時間は短縮できるが、検出精度が多少低下す
ることになる。
【０２１２】
　領域分割映像変化検出部１９による制御値Ｃｒの出力は、領域分割映像特徴値Ｐａの変
化が終了するまで続けられる。なお、領域分割映像特徴値Ｐａの変化が終了した後、一定
時間経過や映像コンテンツの終了等、そのほかの条件により制御値Ｃｒの出力を停止させ
てもかまわない。
【０２１３】
　ただし前述のように、Ｐａの変化が終了すること以外の条件により制御値Ｃｒの出力を
停止させた場合、危険映像ではない映像信号に対しても処置が行われることになり、コン
テンツの内容が損なわれる可能性がある。一方、同一コンテンツには同じような危険映像
が再度含まれる可能性もあり、再度危険映像が検出された際には、危険映像検出までの数
フレームが不要となるため、効果も期待できる。
【０２１４】
　＜Ｂ－３．効果＞
　この発明にかかる本実施の形態２によれば、画像表示装置において、映像特徴検出部と
しての領域分割映像特徴検出部１７は、映像信号を複数の領域に分割し、分割した領域の
映像情報から映像特徴を検出し、分割した領域ごとに領域分割特徴信号Ｐａを出力し、映
像変化検出部としての領域分割映像変化検出部１９は、領域分割特徴信号としての領域分
割映像特徴値Ｐａが所定時間内に一定回数以上変化した場合、領域分割特徴信号としての
領域分割映像特徴値Ｐａごとに制御信号としての制御値Ｃｒｎを出力し、映像信号対策部
６は、前記分割した領域ごとに、制御値Ｃｒｎを解析することで、１フレーム分の映像信
号より得られる映像特徴に基づいて、映像特徴の短期間における変化を検出することで、
危険映像を検出することができる。また、危険映像の特徴を得ることにより、危険映像の
特徴に合わせた処置を行うことができる。ここで、分割領域の各々より映像情報を取得し
ているため、映像信号全体の特徴のみならず、領域毎の特徴を得ることができる。そのた
め、領域を分割せずに解析するのと比較して、より詳細な特徴が得られ、映像信号の特徴
を考慮した高精度かつ適応的な危険映像の検出が可能である。また、一部の領域のみ変化
していないような危険映像の検出精度も向上する。
【０２１５】
　本実施の形態２に係る画像表示装置は、映像信号から、危険映像を検出する手法として
、映像表示装置に限らず映像に関わる他分野での利用も考えられる。他の分野での利用と
して、例えば、ハードディスクやＤＶＤ等の映像レコーダー等の映像記録装置が上げられ
る。
【０２１６】
　なお、映像記録装置において、これらの応用を行った場合、リアルタイムに視聴する場
合と異なり、予め解析を行っておくことにより、危険映像の検出までに要する数フレーム
が不要となり、より安全な映像を提供することができる。予め検出を行う場合には、危険
映像に対する処置に関しても同様に、予め行っておくことができる。
【０２１７】
　一方、本実施の形態と同様なことを、上述の特許文献２、特許文献３に記載の技術を用
いて行うには、予め内容種が既知であるマルチメディアデータが保持されている必要があ
る。そのため、初見の番組等では分類を行うことができない。
【０２１８】
　上述の特許文献２、特許文献３に記載の技術では、輝度信号、色相信号、色差信号にお
ける閾値のみで危険映像を一様に検出している。そのため、危険映像の特徴を得ることが
できず、特徴に合わせた処置を行うことができない。また、検出の精度が劣っており、詳
細な検出を行うことができない。
【０２１９】
　なお、本実施の形態２に係る画像表示装置では、ＨＳＶ色空間を例に危険映像を検出し
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たが、たとえばＲＧＢ色空間、ＣＭＹ色空間、ＨＬＳ色空間、ＹＣｂＣｒ色空間、Ｌａｂ
表色系、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系、Ｌ＊ｕ＊ｖ＊表色系、等その他のあらゆる色空間や表色系
に関しても適応することができる。
【０２２０】
　＜Ｃ．実施の形態３＞
　＜Ｃ－１．画像表示装置の構成＞
　図１９は、本発明の実施の形態３に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。
本実施の形態３に係る画像表示装置は、上述の実施の形態２に係る画像処理装置において
、画像処理装置１３の替わりに画像処理装置２３を備えるものである。他の構成要素に関
しては、実施の形態１に示すものと同様であるので、説明を省略する。
【０２２１】
　＜Ｃ－１－１．画像処理装置２３の構成＞
　画像表示装置における画像処置装置２３の構成について、以下説明する。
【０２２２】
　本実施の形態３に係る画像処理装置２３は、受信部２からの出力映像信号Ｄｂを入力さ
れる映像信号対策部１６及び領域分割映像特徴検出部１７と、領域分割映像特徴検出部１
７を介して映像信号対策部１６に出力する領域分割映像変化検出部２９とを備える。映像
信号対策部１６は、受信部２からの信号が入力される対策実行部１５と、領域分割映像変
化検出部２９からの信号が入力される対策制御部１４を備える。
【０２２３】
　領域分割映像特徴検出部１７は、映像信号Ｄｂに含まれる映像情報を元にして、各１フ
レーム分の映像情報を１つ以上の領域に分割し、領域毎の領域分割映像特徴値Ｐａを算出
して、領域分割映像変化検出部２９に出力する。この本実施の形態３に係る領域分割映像
特徴検出部１７は、実施の形態２と同じものであり、実施の形態２で説明した動作と同じ
動作を行うため、それらの詳細な動作説明は省略する。
【０２２４】
　領域分割映像変化検出部２９は、領域毎の領域分割映像特徴値Ｐａを元にして、領域分
割映像特徴値Ｐａの短期間における一定回数以上の変化を検出した場合に、領域毎の制御
値Ｃｒｎを算出し、領域毎の制御値Ｃｒｎが一定閾値を超えた場合に、映像信号Ｄｂを危
険映像であると判断し、映像信号Ｄｂの危険性の有無、人体に与える影響の種類等の領域
毎における情報を含む制御信号としての制御値Ｃｒａを対策制御部１４に出力する。
【０２２５】
　対策制御１４は、対策実行部２５が映像信号Ｄｂに対して行う処置内容を示す対策指示
値Ｐｒａを制御値Ｃｒａに基づいて算出し、対策実行部５に出力する。
【０２２６】
　一方、対策実行部１５は、入力された対策指示値Ｐｒが対策実行を指示する内容である
場合（すなわち、映像信号Ｄｂが危険映像であると判断された場合）に、映像信号Ｄｂに
対して領域毎に処置を行い、危険映像が人体に与える影響を削減あるいは無効化し、処置
後の信号を映像信号Ｄｃとして表示部１０に出力する。
【０２２７】
　＜Ｃ－２．画像処理装置３の動作＞
　前述の画像表示装置において、画像処理装置２３の動作について、構成要素ごとに以下
説明する。
【０２２８】
　＜Ｃ－２－１．領域分割映像変化検出部２９の動作＞
　前述の画像処理装置２３における、映像変化検出部としての領域分割映像変化検出部２
９の動作について、以下説明する。
【０２２９】
　本実施の形態３では実施の形態２と同様に、短期間における一定回数以上の変化を、Ｔ
ｆフレーム以内に領域分割映像特徴値ＰａがＴｔ回以上、推移することとする。また、Ｔ



(26) JP 5393124 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

ｆフレーム以内において、Ｔｔ回以上の変化が検出された領域が、Ｔａ個以上である場合
、映像変化検出部としての領域分割映像変化検出部２９は領域毎の制御値Ｃｒａ（ｎ）が
出力される。
【０２３０】
　分割された映像信号Ｄｂａ（ｎ）において、Ｔｆフレーム以内に分割された映像信号の
領域分割映像特徴値ＰａがＴｔ回以上、推移した場合には制御信号としての制御値Ｃｒａ
（ｎ）を算出する。任意の１種以上の制御信号としての制御値Ｃｒａ（ｙ）が算出された
映像信号Ｄｂａ（ｎ）がＴａ個以上である場合、制御信号としての制御値Ｃｒａ（ｎ）を
、制御値Ｃｒａとして映像信号対策部１６の対策制御部１４に出力する。本例においてＣ
ｒａ（ｙ）は１種類の制御信号である必要はなく、複数の制御信号により判断することも
可能である。
【０２３１】
　本例において、検出パラメータＴｆ・Ｔｔ・Ｔａともに一定である必要はなく、領域分
割映像特徴値Ｐａの変化に応じて、調整してもよい。また、領域分割映像特徴値Ｐａの変
化によっては、危険映像ではないと判断する場合も考えられる。ただし、映像信号対策部
１６で行われる画質調整に同期を取る上で、各映像信号Ｄｂａ（ｎ）における映像変化を
表す制御信号としての制御値Ｃｒａ（ｎ）は同時に決定するのが望ましい。同期を取らな
い場合には、分割された領域映像信号Ｄｂａ（ｎ）毎に異なったタイミングにおいて映像
に対する対策が取られるが、このような形で危険映像への対策を行うことも可能である。
【０２３２】
　実施の形態１における映像変化検出部９の動作例は、図７、８、９に示した例で表され
たが、本実施の形態３における映像変化検出部としての領域分割映像変化検出部２９も同
様に、図７、８、９に示した例を利用することができる。ただし、映像特徴値Ｐｓの代わ
りに、領域分割映像特徴値Ｐａを入力し、制御値Ｃｒの代わりにＣｒａを入力する。
【０２３３】
　そのため、短期間における推移に関しては、同一映像特徴値間のみの推移の場合、同一
映像特徴値間以外の推移が含まれている場合、ともに利用することができる。また、映像
特徴値によっては、危険映像と判断しないという判定を行うこともできる。
【０２３４】
　領域分割映像変化検出部２９の動作を、図１２で示した分割された映像信号Ｄｂａ（１
）～映像信号Ｄｂａ（９）を利用した例を用いてさらに説明する。
【０２３５】
　図２０に示すように、映像信号Ｄｂａ（１）～映像信号Ｄｂａ（９）における制御信号
としての制御値Ｃｒａ（ｎ）（ｎ＝１，２，・・・，９）が各々Ｃｒａ（ａ），Ｃｒａ（
ｂ），Ｃｒａ（ｎｏｐ）で表されている。ここでＣｒａ（ｎｏｐ）は映像信号Ｄｂａ（ｎ
）の変化が危険ではないことを意味する情報とし、領域に危険信号が含まれており、検出
が必要なＣｒａ（ｙ）をＣｒａ（ａ），Ｃｒａ（ｂ）とする。
【０２３６】
　図２１に示すように、検出パラメータＴａ＝６とした場合、Ｃｒａ（ａ），Ｃｒａ（ｂ
）を合わせて７個の領域を占めているため、制御値ＣｒａとしてＣｒａ（１）＝Ｃｒａ（
２）＝Ｃｒａ（３）＝Ｃｒａ（ａ）、Ｃｒａ（５）＝Ｃｒａ（６）＝Ｃｒａ（８）＝Ｃｒ
ａ（９）＝Ｃｒａ（ｂ）、Ｃｒａ（４）＝Ｃｒａ（７）＝Ｃｒａ（ｎｏｐ）を出力する。
【０２３７】
　本例において、検出パラメータＴａ＝８としていた場合、危険信号として認識はせずに
制御値Ｃｒａは出力されない、あるいは制御値Ｃｒａは映像信号Ｄｂに関する対応が不要
であることを意味する情報や、映像信号Ｄｂの変化が危険ではないことを意味する情報等
を出力することになる。本例では、Ｃｒａ（ｎｏｐ）が出力される。
【０２３８】
　なお、本例の検出パラメータＴａは、条件を満たす領域の数として定義しているが、実
施の形態２で説明したように、条件を満たす領域の面積として定義することも可能である
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。
【０２３９】
　領域分割映像変化検出部２９において、映像信号の特徴を検出し、特徴の短期間におけ
る推移を検出することにより、危険映像を判断することができる。また、特徴毎に検出パ
ラメータＴｒ、Ｔｆ、Ｔａおよび制御値Ｃｒａを変化させることも可能であるため、検出
の精度を調整することができる。例えば、高精度の検出が必要である危険映像の検出精度
を上げることができる。
【０２４０】
　また、映像信号の特徴を考慮した制御値制御値Ｃｒａを出力することで、危険映像に対
して行われる処置を、特徴を反映させた効果的なものとすることができる。
【０２４１】
　ここで、準備される制御値制御値Ｃｒａは、Ｐａ（ｉ）の組み合わせの数だけ配備して
もよいし、映像特徴数と同じ数であってもよい。また、制御値Ｃｒａを１種類のみ規定し
て、危険信号の有無のみを送信してもかまわない。
【０２４２】
　また本例と異なり、短期間における推移が２種類以上の領域分割映像特徴値Ｐａ（ｎ，
ｉ）にわたる変化である場合にも、各々の検出パラメータＴｆ、Ｔｔ、Ｔａおよび制御値
Ｃｒａを設定してかまわない。
【０２４３】
　制御値Ｃｒａを、領域分割映像特徴値Ｐａ（ｎ，ｉ）の組み合わせに合わせて出力する
ことより、ある特定の映像特徴から、別の特定の映像特徴への変化を規定することができ
る。映像信号の特定の特徴変化を一意に決定するのが望ましい場合には、制御値Ｃｒａを
一意に設定すればよい。
【０２４４】
　制御値Ｃｒａを映像信号の特徴変化に合わせて作成することで、映像信号対策部１６に
おいて危険映像に対して行われる処置を、特徴を反映させた効果的なものとすることがで
きる。
【０２４５】
　また制御値Ｃｒａは領域毎に判定した領域分割映像特徴値Ｐａ（ｎ，ｉ）の変化Ｃｒａ
（ｎ）に基づいて判断しているため、例えば、映像特徴の変化が少ない領域が存在してい
る等の場合に、危険映像の検出精度を向上させる効果が期待できる。
【０２４６】
　しかも、危険映像に対する処置を、領域分割した映像信号Ｄｂａに対して行うことがで
きるため、領域毎の危険映像の特徴に合わせた対処をより効果的に行うことができる。
【０２４７】
　領域分割映像変化検出部２９は分割された領域における映像信号Ｄｂａの領域分割映像
特徴値Ｐａを利用して、分割された映像信号毎の制御値Ｃｒａを算出する構成であればど
のような構成でもかまわない。
【０２４８】
　制御値Ｃｒａを出力中に、現在までに検出された制御値Ｃｒａ（Ｂｆ）と異なった映像
特徴変化が見られ、新しい制御値Ｃｒａ（Ａｆ）が算出された場合、Ｃｒａ（Ｂｆ）、Ｃ
ｒａ（Ａｆ）のいずれを出力してもかまわない。また、Ｃｒａ（Ｂｆ）、Ｃｒａ（Ａｆ）
の双方が出力されたことを表す別の制御値Ｃｒａ（Ｂａ）を新たに出力してもかまわない
。
【０２４９】
　Ｃｒａ（Ａｆ）を出力する構成にした場合には、危険映像の変化をその都度検出し、危
険映像の種類に合わせた対応を取ることができる。一方Ｃｒａ（Ｂａ）を出力する構成に
した場合、危険の種類が頻繁に変化する特徴の危険映像であることが分かるため、危険映
像全般に効果がある一般的な処置を取る等の対策が考えられる。
【０２５０】



(28) JP 5393124 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　なお、本例では、映像信号Ｄｂａが危険映像であると判断した場合に、制御値Ｃｒａを
映像信号対策部１６に出力し、危険映像ではないと判断した場合にも制御値Ｃｒａ（Ｃｒ
ａ（ｎｏｐ））を出力しているが、映像信号Ｄｂａが危険映像ではない場合に、制御値Ｃ
ｒａを出力しない構成にしてもかまわない。
【０２５１】
　本例と異なり、検出パラメータＴｆ、Ｔｔ、Ｔａおよび制御値Ｃｒａをすべて同値に設
定してもかまわない。ただし、この場合は特徴に合わせた検出を行うことができなくなり
、処置の効果は減少する。
【０２５２】
　領域分割映像変化検出部２９が、危険映像を検出するまでの数フレームに関しては、検
出が完了していないため危険映像がそのまま出力されてしまうが、危険映像は続けて視聴
することにより、人体に強い影響を与える傾向にあるため、検出に必要な短時間において
、人体に与える影響は少ない。検出までの時間を短縮する場合には、検出パラメータＴｆ
、Ｔｔ、Ｔａを小さく設定すればよい。検出時間は短縮できるが、検出精度が多少低下す
ることになる。
【０２５３】
　領域分割映像変化検出部２９による制御値Ｃｒａの出力は、領域分割映像特徴値Ｐａの
変化が終了するまで続けられる。なお、領域分割映像特徴値Ｐａの変化が終了した後、一
定時間経過や映像コンテンツの終了等、そのほかの条件により制御値Ｃｒａの出力を停止
させてもかまわない。
【０２５４】
　ただし前述のように、Ｐａの変化が終了すること以外の条件により制御値Ｃｒａの出力
を停止させた場合、危険映像ではない映像信号に対しても処置が行われることになり、コ
ンテンツの内容が損なわれる可能性がある。一方、同一コンテンツには同じような危険映
像が再度含まれる可能性もあり、再度危険映像が検出された際には、危険映像検出までの
数フレームが不要となるため、効果も期待できる。
【０２５５】
　＜Ｃ－２－２．映像信号対策部１６の動作＞
　画像処理装置２３における、映像信号対策部１６の動作について、以下説明する。
【０２５６】
　映像信号対策部１６に備えられた対策制御部１４は、制御信号としての制御値Ｃｒａに
対応した映像信号Ｄｂａに対する対策指示値Ｐｒａを分割された映像信号の領域毎に選択
し、映像信号対策部１６に備えられた対策実行部１５に出力する。対策指示値Ｐｒａは、
危険映像の特徴等を基として、自由に調整可能である。
【０２５７】
　対策制御部１４から対策実行部１５に出力される、対策指示値Ｐｒａによる指示は、例
えば、映像のフレーム数を減少させ変化の度合いを減少させる方法、文字や音声により視
聴者に注意を促す方法、別の映像や静止画像へと置換する方法、輝度や彩度等の値を減少
させる方法等が考えられる。
【０２５８】
　対策実行部１５は、対策制御値１４より出力される対策指示値Ｐｒａに基づいて分割さ
れた映像信号の領域毎に画像処理を行い、危険映像が人体に与える影響を、削減あるいは
無効化する。なお、対策実行部１４が出力する分割された領域毎の制御値Ｃｒａに基づい
て、対策実行部１５が画像全体の処理を行い、危険映像が人体に与える影響を、削除ある
いは無効化するものであってもよい。
【０２５９】
　対策指示値Ｐｒによる指示は、映像特徴から算出された制御信号としての制御値Ｃｒを
考慮して作成するのが望ましい。たとえば、白黒画像が点滅するような映像である場合は
、フレーム数を減少させ、変化の度合いを減少させる方法等が考えられる。一方、黄色や
水色等の鮮やかな色合いが点滅するような映像である場合には、映像信号の彩度を減少さ
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せた後、フレーム数を減少させ、変化の度合いを減少させる方法等が考えられる。
【０２６０】
　また、分割した映像信号毎に画像処理を行っている強みを生かして、映像信号の一部の
領域のみを別の映像や静止画像へと置換する、輝度の彩度等の値を減少させる、という手
法もとることができる。
【０２６１】
　ここでＣｒａ（ｉ）に対応するＰｒａ（ｉ）は、すべて同じでもかまわないし、それぞ
れ異なっていてもかまわない。
【０２６２】
　なお、実施の形態１，２で説明したように、映像信号Ｄｂａが危険映像ではない場合に
、対策指示値Ｐｒａを出力する構成にしてもかまわない。この場合には、対策指示値Ｐｒ
は映像信号Ｄｂに関する対策が不要であることを意味する情報や、映像信号Ｄｂの変化が
危険ではないことを意味する情報等を出力すればよい。映像信号Ｄｂａが危険映像ではな
い場合に、対策指示値Ｐｒａを出力しない構成も可能である。
【０２６３】
　危険映像に対する画像処理は、画像処理を行わないフレームや領域があってもよい。例
としては、フレーム数を減少させる場合等が考えられ、表示を行わないフレームが生じる
反面、表示を行わないフレームの代わりに、静止画像として表示し続ける等の手法が考え
られる。
【０２６４】
　＜Ｃ－３．効果＞
　この発明にかかる本実施の形態３によれば、画像表示装置において、映像信号対策部１
６は、分割した領域ごとに、制御信号としての制御値Ｃｒａの解析結果に応じて映像信号
に所定の処置を行うことで、分割された各々の領域に関する特徴を把握し、映像信号の領
域毎に行う処置を変化させることができ、特定の領域のみに処理を行う等の、より柔軟な
処置を行うことができる。また、複数の特徴の危険映像が含まれている場合に、それぞれ
に適した処理を、領域毎に行うことができる。
【０２６５】
　本実施の形態３に係る画像表示装置は、映像信号から、危険映像を検出する手法として
、映像表示装置に限らず映像に関わる他分野での利用も考えられる。他の分野での利用と
して、例えば、ハードディスクやＤＶＤ等の映像レコーダー等の映像記録装置が上げられ
る。
【０２６６】
　なお、映像記録装置において、これらの応用を行った場合、リアルタイムに視聴する場
合と異なり、予め解析を行っておくことにより、危険映像の検出までに要する数フレーム
が不要となり、より安全な映像を提供することができる。予め検出を行う場合には、危険
映像に対する処置に関しても同様に、予め行っておくことができる。
【０２６７】
　一方、本実施の形態と同様なことを、上述の特許文献２、特許文献３に記載の技術を用
いて行うには、予め内容種が既知であるマルチメディアデータが保持されている必要があ
る。そのため、初見の番組等では分類を行うことができない。
【０２６８】
　上述の特許文献２、特許文献３に記載の技術では、輝度信号、色相信号、色差信号にお
ける閾値のみで危険映像を一様に検出している。そのため、危険映像の特徴を得ることが
できず、特徴に合わせた処置を行うことができない。また、検出の精度が劣っており、詳
細な検出を行うことができない。
【０２６９】
　なお、本実施の形態３に係る画像表示装置では、ＨＳＶ色空間を例に危険映像を検出し
たが、たとえばＲＧＢ色空間、ＣＭＹ色空間、ＨＬＳ色空間、ＹＣｂＣｒ色空間、Ｌａｂ
表色系、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系、Ｌ＊ｕ＊ｖ＊表色系、等その他のあらゆる色空間や表色系
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【図面の簡単な説明】
【０２７０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る映像特徴検出部の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る輝度ヒストグラム算出部で生成されるヒストグラム
を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る色ヒストグラム算出部で生成される色相ヒストグラ
ムを示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る色ヒストグラム算出部で生成される色相ヒストグラ
ムと閾値条件を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る特徴判定部の動作を説明するための図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る映像変化検出部の動作を説明するための図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る映像変化検出部の動作を説明するための図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る映像変化検出部により出力される制御値の算出方法
の一例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態２に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る領域分割映像特徴検出部の構成を示すブロック図
である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る領域分割部により分割された映像信号の一例を示
す図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係るヒストグラム算出域決定部により分割されたＨＳ
Ｖ色空間の一分割例を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態２に係るヒストグラム算出域決定部により分割されたＨＳ
Ｖ色空間の一分割例を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態２に係るヒストグラム算出部で生成される色ヒストグラム
を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態２に係るヒストグラム算出部で生成される色ヒストグラム
と閾値条件を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態２に係る特徴判定部の動作を説明するための図である。
【図１８】本発明の実施の形態２に係る領域分割映像変化検出部の動作を説明するための
図である。
【図１９】本発明の実施の形態３に係る映像特徴検出部の構成を示すブロック図である。
【図２０】本発明の実施の形態３に係る領域分割映像変化検出部の動作を説明するための
図である。
【図２１】本発明の実施の形態３に係る領域分割映像変化検出部の動作を説明するための
図である。
【符号の説明】
【０２７１】
　１　入力端子、２　受信部、３，１３，２３　画像処理装置、４，１４　対策制御部、
５，１５　対策実行部、６，１６　映像信号対策部、７，１７９　映像特徴検出部、９　
映像変化検出部、１０　表示部、１７　領域分割映像特徴検出部、１９，２９　領域分割
映像変化検出部、７０　信号分配部、７１　輝度ヒストグラム算出部、７２　色ヒストグ
ラム算出部、７３　輝度ヒストグラム解析部、７４　色ヒストグラム解析部、７５，１７
５　特徴判断部、１７０　ヒストグラム算出域決定部、１７１　ヒストグラム算出部、１
７３　ヒストグラム解析部、１７８　領域分割部。
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